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司会・コーディネーター：道満　治彦（神奈川大学経済学部助教）

道満：本日、司会を務めます神奈川大学経済学部助教授の道満と申します。昨年度までは

本学経済学部で助教を務めておりました。拙い司会となりますが、どうぞよろしくお願い

します。

本日の公開講演会は立教大学経済研究所主催、立教大学経済研究所プロジェクト研究「コ

ロナ危機と EU統合の再検討」、および立教 SFR共同プロジェクト研究「欧州における

EVシフトと生産・インフラ・ネットワークの再構築と日系企業への影響」の共催で行わ

れます。

今回の公開講演会は、「欧州グリーン・ディールと日本」と題して、3名の専門家にお

話しいただきます。まず 1人目は、元外務省経済局国際経済課課長補佐で、獨協大学非常

勤講師、本学法学部兼任講師の明田ゆかり先生です。明田先生は 2019年 2月に発効した

日 EU経済連携協定の日本側の担当官として 3年間、EUとの交渉に当たられました。「欧

州グリーン・ディールと日 EU・EPA」という題で、実務研究双方の観点からお話しいた

だけるのではないかと思います。2人目は本学の蓮見雄教授です。蓮見教授からは「EU

産業政策としての欧州グリーン・ディール」と題して報告させていただきます。3人目は

環境エネルギー政策研究所所長の飯田哲也先生です。飯田先生は、自然エネルギーやエネ

ルギー転換の分野では日本のパイオニアで、環境省や経済産業省の審議会の委員を歴任さ

れています。スウェーデンのルンド大学への留学経験や、デンマークとの第 4世代地域熱

供給の検討など、実務・研究双方で欧州を含む世界との強い関わりをお持ちです。「加速

する世界のエネルギーシフトと日本との落差」と題してご報告いただきます。

それでは、明田先生から順に報告をお願いします。
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■「欧州グリーン・ディールと日 EU・EPA」

明田　ゆかり（獨協大学経済学部非常勤講師）

本日の私の講演テーマは「欧州グリーン・ディールと日 EU・EPA」ということですが、

大きく 2つのポイントについてお話します。

1つ目は、欧州グリーン・ディールの対外的側面です。欧州グリーン・ディールは包括

的で壮大な政策変更ですので、それ自体がデファクトで全世界に影響を与える、日本にも

大きな影響を与えるという面があります。しかしそれとは別に、EUが意識的に欧州グリー

ン・ディールを対外的に展開していこうとしています。本日は、その手段としての通商政

策と FTAを見ていきたいと思います。また、2月に発表された新通商戦略と、その中で

論じられている開放的戦略的自律性についても少し検討します。

2つ目の報告のポイントは、日 EU・EPAと欧州グリーン・ディールがどのように関係

するのか、それが日本にとってどのような意味を持つのかということです。EPAとグリー

ン・ディールは相互に多面的に連関しています。そこを簡単にご説明した後に、EUが特

に対外的な手段として活用しようとしている「貿易と持続可能開発（TSD）章」が、実際

にどのように機能しているのかということについてお話します。

ところでこのシンポジウムはコロナの関係で 1年延期されましたが、この 1年間に、劇

的な環境の変化がありました。まず、日 EU・EPAは、2021年 2月 1日で 3年目を迎えま

した。そして、欧州グリーン・ディールが始動してから 1年 3カ月がたちました。その結

果、さまざまな具体的な課題なり可能性が見えてきています。そして、この 1年の間にや

はり何といっても決定的な出来事としては、コロナ危機がありました。これは欧州グリー

ン・ディールのロードマップに影響を与え、時間的な遅れが生じましたが、決してその価

値を下げることにはならなかった。逆に、コロナからの復興においてグリーン・ディール

がますますその重要性、存在感を増しています。そして何よりも、日本が 2050カーボン

ニュートラル宣言というものを 2020年 10月に出しました。これは EUのグリーン・ディー

ルと多くの共通性を持っています。最後に、最近特に議論されているのが脱炭素をめぐる

地政学です。グリーン地政学に本格的にアメリカと中国が参入し、グリーン・ディールの

構図自体を大きく変えていくのではないか、また脱炭素をめぐる大競争の時代の到来なの

かというようなこともメディアでは騒がれたりしています。

結論を先取りして申し上げれば、ヨーロッパのグリーン・ディールの対外的側面は、諸

外国、特に志を等しくする国々と協力をし合っていくという協調的側面と同時に、EUの

意向に従わない国、協力しない国に対しては徹底的に対抗措置をとっていくという競争的

側面が非常に強まっています。さらに、経済的な競争を超えた地政学的な側面もグリーン・

ディールの対外的な展開に含まれています。

これに対して日本は EPAを通じて対応をすることが可能ではないか、と私は考えてい

ます。日 EU・EPAの大筋合意が 2017年、最終的に決着したのが 2018年。私もその交渉

に携わっていましたが、本当に険しい道のりでした。でも、あの段階で日 EUが交渉を妥

結しなければ、おそらく「たなざらし」になってしまった。あのタイミングでなければ、

日 EU・EPAというものは成立しなかっただろうと思っています。日本と EUとの間の協
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力の基盤ができた上に、グリーン・ディールがやってきて、そして日本が 2050年カーボ

ンニュートラルを決定したという順番は、日本にとって幸運だったのではないか。EUと

いう、炭素中立政策で最先端を行っている組織と法的な基盤を持ったパートナーシップを

確立したということが、日本にとって大きな意味を持っているということです。

経産省は 2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略に着手していますが、

そこでは脱炭素と成長というものがお互いにWin-Winでやっていけるのだという、EUと

全く同じ認識が示されます。また、ロードマップについても、EUと非常に近いものを想

定し、その中で国際的連携が重点分野とされています。

では、この日本のグリーン成長戦略の中で、EUとの関係はどのように捉えられている

のでしょうか。全般的な国際連携としては、海外の技術、販路、経営を取り込んでいくと

か、イノベーションや技術開発で連携していく。そして、国際的なルール・メイキングや

標準、基準の策定を諸外国と連携してやっていくということが列挙されています。日本と

EUの関係では、協力して第三国にグリーン・ディール、脱炭素社会の実現というものを

推進していくことが提起されています。さらに、例えば欧州バッテリー・アライアンスと

か、持続可能でスマートなモビリティ戦略、そして電気自動車、ハイブリッド車の戦略的

な普及において、日本は明らかに遅れているのだという認識と欧州から学んでいく必要が

あるということが述べられています。EUに関連してもう 1つ取り上げられているのは、

炭素国境調整措置です。脱炭素やパリ協定に後ろ向きの国の製品に対する関税であったり

課徴金であったりという措置ですが、これもやはり EUが先行して検討しています。アメ

リカがそれに続くと言われていますが、これに関して日本は諸外国と連携して対応を検討

するという考えが示されています。

それでは、まずグリーン・ディールの対外的側面についてお話します。グリーン・ディー

ルのポイントは、先端的な環境配慮型社会への移行を目指すという側面と、EU産業の世

界市場での主導権を確立するという 2つの側面を併せ持っていることです。さらに、この

グリーン・ディールを発表した欧州委員会の通達では、50項目に及ぶ政策分野において

今後 3年間で EU加盟国のルールや規制を改定していくことになっています。

2019年 12月に出されたこの通達は、4つの章で構成されています。第 2章では持続可

能な未来のための経済政策の転換が示され、ここに最大限のページが割かれています。続

く第 3章では、分量としては第 2章よりも小さいですが、グローバルアクターとしての

EUということが論じられています。これは、当然ながら環境というのは 1国あるいは 1

地域レベルで対応することに意味がなく、グローバルな対応が必要ですから、パートナー

国とのグリーン・アライアンスを追求していくと述べられています。気候変動の安全保障

の側面にもしっかり言及がなされており、通商政策はグリーン・ディールを支援する重要

なツールであると位置づけられています。さらに、グローバル・バリュー・チェーンに

EU基準を適用していくという野心的な目標も設定され、ファイナンスを含めて EU規範

を世界に普及させていくとされています。

この第 3章の通商政策についてもう少し詳しく見ていくと、通商政策は貿易相手国を気

候変動、環境行動に従事させるためのプラットフォームであり、グリーン外交の一環とし
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て、FTAによって相手国の行動変容を促すという考え方が示されています。FTAにおい

て特に EUが重視しているのが、「貿易と持続可能開発章（TSD：Trade and Sustainable 

Development Chapter）」の履行と執行を強化し、その有効性を高めていくことです。さらに、

パリ協定の批准と履行についての拘束的なコミットメントを FTAの本質的要素という扱

いにするという計画も示されています。この本質的要素というのは非常に重大な規律であ

り、これに違反した場合は協定自体を停止あるいは破棄できるものです。EUでは従来、

人権についてこの本質的要素が適用されていましたが、パリ協定の義務の履行を本質的要

素に格上げするという構想です。このほか、グリーンな物品・サービスや投資、気候親和

的な公共調達の促進、違法木材伐採なども取り上げ、最後に EUがグリーン規制で培った

専門知識を、貿易相手国のルール策定に有効に活用していくということも述べられていま

す。

EUが非常に重視している TSD章は、EUの通商戦略の転換点となった 2006年のグロー

バル・ヨーロッパ戦略の中に根拠があり、それ以降独立した章として FTAに組み込まれ

てきました。経済力と市場が大きい貿易相手国をターゲットに、EUの経済的利益につな

がるような利益志向の FTAを追求していくと同時に、貿易の社会面というものもしっか

りと規律していくという EUの政策の象徴が TSD章であったわけです。

もともと環境基準とか労働基準は FTAの中に独立章ではない形で規定されていました。

これらの基準を緩和することによって競争力を不当に高めてはならない、あるいはこれら

の基準を隠された保護主義の形で悪用してはならないという、経済の観点からこれを規定

することは他の FTAでもあることですが、EUはその名称を「持続可能開発」として、環

境基準と労働基準をまとめて規定するという方針を打ち出したわけです。つまり、これは

EUによく見られるパターンですが、経済的な問題、競争上の問題から、人類の普遍的価

値というフレーミングの転換を行って、それを世界にどんどん拡散していこうとしていた

わけです。

グローバル・ヨーロッパ戦略以降の、TSD章を含む発効済みの FTAは 11あります。

そして、議論を呼びましたが、昨年 12月に大筋合意した、中国との投資協定にも TSD章

は入っています。この中国との間の TSD章は非常にゆるいもので、努力規定になってい

ます。中国にとってはこれを入れても害はないと判断をし、EU側としては中国との協定

においてさえ TSD章を入れることに成功したのだということを示したい。両者の利害が

一致して、ゆるやかな形で協定に含まれています。2021年 1月 1日に発効したイギリス

との協定の中にも TSD章は含まれています。

そのような中で、2月に EUの新通商戦略が発表されました。オープンで、サスティナ

ブルで、そしてアサーティブ、という副題が付いています。アサーティブの訳が非常に難

しくて、某新聞では「主張する貿易政策」というふうに訳されていましたが、主張すると

いうよりも断固たる態度でもって確信的に追求していくという姿勢を示しています。これ

は、ユンカー委員会のときの戦略である「万民のための貿易（Trade for all）」の後継戦略

ですけれども、内容はほぼ継承しています。特徴は、当然ながらグリーン・ディール対応

が大きいことです。もう 1つは「開かれた戦略的自律性（Open Strategic Autonomy）」に
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貢献する通商政策ということが謳われています。

この文書では、WTO改革、グリーン移行、責任ある持続可能なバリューチェーンの促進、

DXの支援、EUの規制力の強化、EUのパートナーとして近隣諸国やアフリカとの連携強

化といった 6つの重点分野が設定されています。また、FTAの履行と執行を強化するこ

とと、以前から EUが強調してきた公正な競争環境（level playing field）をさらに徹底し

て追求していくということが明記されています。

最近のグリーン・ディール志向の EU通商政策には 3つの側面があります。第 1は協調

的な側面で、貿易パートナーと協力しつつ、持続可能なグローバルガバナンスの構築を目

指すということで、優先順位の筆頭にはWTOのサスティナビリティを上げていくという

ことが挙げられています。それに対して相手国が不公正な慣行を続けた場合、EUに同調

しなかった場合は、断固たる措置で EUの利益と価値を防衛するとしています。これが第

2の競争的側面です。前者は、協調的規範的なアプローチ。つまり強制力ではなくて、相

手を説得したり、相手の共感を得たり、そして時間をかけて相手の行動変容を起こしてい

く。これに対して、後者はエコノミック・ステートクラフト・アプローチと申しますか、

EUの経済力を使って非常に高圧的にというか、強力にこれを推し進めていくということ

をはっきり提言しています。

そこで、注目されるものとして、通商協定の執行に関する EU規則改正というものが、

これも 2月に発効しました。現在WTOの紛争解決で上級委員会が機能不全になっている

ことを受け、相手のWTO違反が是正されなかった場合は、WTOの手続きを踏まなくても、

EU独自の報復措置、対抗措置を取ることができるという改正です。さらにこの改正は

WTOの紛争解決のみならず、FTAの紛争解決においても、今までの制裁の手段として活

用できた分野をさらに拡大しており、これは日本にとっても注目すべき点です。

また、欧州委員会は昨年 7月に主席貿易執行官を任命し、TSD章の履行、執行強化を

追求しています。これは、EUが結んだ FTAの履行を監督するという重大任務を負ってい

るポストです。それに伴い、シングル・エントリー・ポイントというものが設置されまし

た。これは EUの貿易総局のサイトの中にあり、企業や貿易関係者がそこにアクセスする

ことで海外市場アクセスに関するすべての情報を取れるというポータルサイトであると同

時に、特定の FTAの履行に関して何か不満がある場合、あるいは相手の不公正行為に遭

遇し申し立てをしたいという場合にも、この 1カ所で全て実施できるというものです。

なぜこれを紹介したのかと申しますと、このシングル・エントリー・ポイントの中に不

服申し立てのリンクがあり、市場アクセスと並んで、TSD章についての不服申し立てが

選択肢の規定値として入っているからです。つまり、TSD章で何か問題が起きたときには、

直にこのサイトから主席貿易執行官のところにその意見が届くようになっているのです。

グリーン・ディール志向の EU通商政策の 3番目の側面は地政学的側面です。グリーン・

ディールを推進することで世界における EUの存在感を確保しようという目的があり、そ

こでは混合アプローチと申しますか、規範的なアプローチと強権的なアプローチというも

のが混在していると言ってもよいかと思います。もともと世界において EUの存在感を示

したい、リーダーとなりたいというのは、もう何十年も推進してきた政策目標なのですが、
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今までは主に規範的なアプローチでこれを推進してきたわけです。そこに、アメリカと中

国との関係の中で、場合によっては、非常に強権的な、経済的な力を強制力として使うと

いう局面も登場してくる可能性が出てきたのです。ここが混合していることによって、

EUが混乱をしているのではないかという印象を受けます。その 1つの例として、先ほど

も出てきました EUの通商戦略の 6つの中心課題の 1つである持続可能で責任あるサプラ

イチェーンをあげることができます。これは、サプライチェーンの全ての段階において、

EUの環境基準、労働基準、そして人権が確保されることを企業に義務づけるという計画

です。これをコーポレートガバナンスのデュー・デリジェンスとすることを EUは考えて

いるわけです。しかし、昨今グリーン・ディールの地政学的側面として、DX、クリーン・

エネルギー、それから EVにおいて重要なレアメタルの確保ということが死活的に重要に

なっています。そういったレアメタルの産出にあたっては、たびたび劣悪な労働環境、人

権侵害が特に途上国で起こっています。仮に EUがその規範的アプローチで、労働基準や

労働者の権利を侵害する形で産出されたレアメタルを使ってはならないということを徹底

すると、それは、EUの産業にとって非常に大きなコストになります。同時に、そういっ

たことに配慮しない国々によって、貴重な資源が独占される危険性もあります。EUは、

こうしたジレンマに直面せざるをえません。

では、それをどうやって解決するかという魔法の概念、魔法の言葉が次に説明する「開

かれた戦略的自律性」ということになるのだと思います。この戦略的自律性という言葉自

体は、もともとは安全保障の用語で、それに「オープン」が付け加えられて、EUの新た

な目標とされました。これは 2020年 5月に正式の文書の中で説明されています。この「ヨー

ロッパのモーメント」という欧州委員会通達の中では、体系的に論じられるというのでは

なくて、その要素を羅列的に叙述しているという感じだったのですが、新通商戦略の中で

は、もう少しまとめられて、「開かれた戦略的自律性」は、「EUが自律的に選択できるこ

とを可能にし、またリーダーシップと関与により EUの戦略的利益と価値を反映した世界

を形成することを可能にする能力」と定義されています。私は、新通商戦略が出る以前は、

これは EUのこれまでの傾向に対して新しい名前をつけただけと捉えていたのですが、新

通商戦略で示された開かれた自律性のイメージ図を見ると、矛盾を超越するための概念の

ようです。そもそもオープンとオートノミーというものは矛盾する、あるいは対立する部

分も大きい中で、オープンであることこそが自律的であるという EUのロジック。例えば、

レジリエンスであると同時に競争的でなければならない。ルールベースの協力をするけれ

ども、それをアサーティブにやらなければいけない。サスティナビリティを追求するのだ

が、そこにはフェアネスがなければいけないという、異なる要素、あるいは時には対抗す

るような要素を全部ひっくるめて「開放的な戦略的自律性」として打ち出している。また

EUにとっての戦略的・地政学的な利益もかなり特有のもので、法の支配に基づく多国間

主義が成立している世界こそが EUの地政学的な利益であるとしています。

さて、肝心の欧州グリーン・ディールと日 EU・EPAについてですが、最も私が注目す

るのは、これは日 EU間が約束したことについての法的な基盤であり、最後に寄って立つ

強力なプラットフォームとして機能することです。さらに、「生きた協定」であるという
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ことを日本もEUも強調しています。それはEPAを締結して終わりではなくて、それを日々

改善していく。新しい国際状況に応じて、しなやかにこの EPAの運用、ないしその内容

を発展させていくということです。EUはさらにこれを柔軟に応用することによって、グ

リーン・ディールに即した形で EPAを運用しようという意図を時に露わにしています。

EPAは非常に多岐にわたる 23の章からなり、直接的にパリ協定に言及しているのは第

16章（TSD章）であり、またグリーン基準の調和に関しては規制協力の章が該当しますが、

それ以外の全ての章もまたグリーン・ディールに関係しています。グリーン物品の貿易障

壁の除去、サービスの障壁の除去、あるいは原産地規則、それから税関手続きなど全てが

グリーン・ディールによって活用されていく可能性があります。

グリーン・ディールの主要政策分野と日 EU・EPAの各章がどのように関連しているか

という簡単な一覧表を作りました。例えば、グローバルリーダーとしてグリーン・ディー

ルを先導していくにあたって、日本と共通認識を育成し、また EUモデルを日本において

も採用してもらいたいと EUは考えていますが、これについては合同委員会や特別委員会

の場でお互いの意見を述べ合う機会があります。基本的には年 1回の開催となっています

が、そこに至るまでに、トップレベル以下のところでさまざまな意見調整あるいは相互交

流というものが進んでいくわけです。また、基準や規制に関しては、TSD章、規制協力章、

その他の関連章においてすり合わせを行うことが可能です。

もう 1つ日本にとって重要だと思うのは、グリーン・ディールが何十もの法令改正、規

制の改正、改革というものを予定していることです。グリーン・ディールという名のもと

に、もしかしたら EPAで約束された日本の利益を損なう可能性もあります。グリーン・

ディールがそうした負の影響を生じさせないように、法令改正の早期通報や情報開示、そ

して意見表明の場という権利を日 EU・EPAはしっかりと規定をしています。

クリーン・エネルギーやモビリティに関しては、そのサプライチェーンを構築するに当

たっても、知財や税関等さまざまな章が関係してきます。意外なところでは、生物多様性

です。これもグリーン・ディールの中の重要項目ですが、TSD章の中に独立した節とし

て規定されていることに加え、知財章の中の地理的表示（GI）も関係しています。GIはシャ

ンパンや神戸ビーフなど、それぞれの土地固有の手法でもって伝統的に良質な産品、農産

物が生産されているときに、その名称を保護するというものです。日本側は日本の質の高

い産品をヨーロッパに輸出できるチャンスであると捉えています。EUは、それに加えて

伝統的な手法によって作られるチーズ、お酒、生ハムというものは、微生物の保護にもつ

ながるし、それから自然景観や作物を作る中でそこに生息する生物を保護するという役割

も果たしているので、生物多様性にも貢献すると捉えています。

TSD章に関して少し詳しく説明いたします。先ほど中国との投資協定の中では非常に

ゆるやかな規定になっているということを指摘しましたが、やはり相手があることなので、

ヨーロッパが一律に確定した TSD章を押しつけるということは不可能です。日本側もさ

まざまな交渉機会の中で意見を表明しながら、日本にとって受け入れ可能な形でこれを規

定したということがあります。ただ、大きなフレームワークや内容は、他の EPA、FTA

のものと大きくは違いません。
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TSD章で注目すべきことは、パリ協定とか国連気候変動枠組み条約がこの中でどうい

う扱いになっているのか、日本がこれを義務として実行しなければいけないのかというこ

とです。これは、再確認条項という扱いで、日本と EUがそれぞれ個別にコミットしてい

るこれらの条約上の義務を再確認しているということですから、新たな義務や新たな価値

は一切ここでは発生していません。

では、なぜこれが重要かということですが、ここに規定することで、このパリ協定が、

日本の多国間協定上の義務だけではなく、日 EU間のバイでも義務ともなる。つまり、日

本が多国間協定の義務を果たしているかどうかということを EUが監視できる。逆も真な

りです。EUが義務を果たしているかどうか日本が監視できるということが重要なポイン

トです。

TSD章の履行制度に関しては、日 EU・EPAはソフトなアプローチです。EUで定着し

ている市民社会の対話や国内諮問機関といった制度を日本の中に作ることによって、下か

ら行動変容を起こしていくという長期的な観点からの履行制度です。しかし、紛争解決専

門家パネルが強制力を持たないなど、EU内部からは弱すぎるという批判が出て、すでに

述べたようにその履行強化が模索されています。TSD章は、EUにとってはシンボルです。

倫理的規範的な EUとしては、これを置かざるを得ないのですが、それをどこまで強化で

きるかはまだわかりません。ただ、運用の余地は非常に大きいと思います。柔軟な運用が

できると EU側は考えているので、場合によっては日本に対しても大きな影響を与えるよ

うな形で強化される可能性はあります。

ただし、EU側は日本に対してそれほど懸念はしておりません。日本のこの TSD章の

履行に関する EUの評価は非常に高い、優等生と評価しているといってもよいと思います。

ただ、EUが求めるように、この TSD章を日本が本当に受け入れて、それをまた第三国

にも拡散していくかに関しては決定的なギャップがあり、そこまでの思い入れを日本側が

共有しているとは決して言えないことも事実です。

結論として、グリーン・ディールで先行する EUと、そして 2020年末にグリーン成長

戦略に着手した日本にとって、日 EU・EPAはさまざま点で有効なツール・資産となり得

ると思います。ただ、EPAはあくまでも法的基盤あるいはプラットフォームとしての機

能であって、実質的な協力は日欧の各分野の担当部局間、あるいはハイレベル政策対話で

行われます。しかし、そのプラットフォーム、法的規範としての役割であるからこそ、そ

ういった実質的な協力を監督し、透明性を確保する役割というものに私は期待をしていま

す。一方でまだそこが、十分に機能していないのではないかという印象があります。

最後に、日本にとっての EPAの可能性についてですが、再び 3つの側面に立ち戻ります。

EUが諸外国と協調してやっていこうという側面については、積極的に EPAを使ってそれ

を推進できるのであろうと思います。また、競争的側面と地政学的側面においても、グリー

ン・ディールの透明性を確保し、保護主義の方向に走らないようにする必要があります。

この点で、日本の権利、利益を確保するという観点から、EPAに明記されたさまざまな

透明性確保の規定や協議の規定が非常に有効に活用できるのではないかと考えています。
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■蓮見　雄（本学経済学部教授）

「EU産業政策としての欧州グリーン・ディール」

私は、欧州グリーン・ディールについて、特に産業政策という側面に焦点を当ててお話

をしたいと思います。欧州グリーン・ディールを理解するときに一番大事なポイントは、

環境政策とエネルギー政策を一体化させていることです。これは、急に始まったわけでは

なく、過去 10年ぐらいの間に EUがやってきたものを取りまとめたものです。その限り

では、それ自体は新しいものではありません。ただ、その 10年間に何が変わったのかと

言えば、再生可能エネルギー主力電源化の時代が本当に到来したという点です。

欧州グリーン・ディールの志を実現するためには、さまざまな課題があります。しかし、

COVID-19の影響で、復興基金という形で資金面、政策面から、欧州グリーン・ディール

を後押しするような変化がありました。これによって、準備されてきた一連の政策の歯車

が動き出したのです。本当にそれができるかどうかは、産業構造そのものを根本的に変え

られるかどうかにかかっています。

欧州グリーン・ディールの最大の特徴というのは、環境政策ないしは気候変動政策とエ

ネルギー政策を統合していることです。これによって、実は経済の仕組みそのものを循環

型に変えてしまう。それができるならば、温室効果ガスを増やさない形で経済成長できる

でしょう。

ところが、現状の産業システムやエネルギーシステムには、いろいろな利害関係者がい

ます。だとすれば、さまざまなステークホルダーの合意を形成しながら、順序を考えてエ

ネルギー転換を進めなければいけません。どこの国であってもエネルギー転換を進めるの

は大変ですが、EUの場合には、欧州委員会の役割が重要ですが、実はその中にも総局と

いわれる省庁のようなものがあり、その間の争いもあります。それから、倹約 4カ国、ド

イツ、あるいはポーランドなど中東欧の国々、あるいは北欧の国々があります。国ごとの

違いがあり、市民の関与の仕方も含めて全部違うわけです。そうした国々の中で合意が形

成されていかないと EU全体として欧州グリーン・ディールを進めるというのは実は難し

いのです。ただ、いずれにしても、おそらく低炭素社会をめぐる競争はこれから本格化す

るのは間違いないだろうと思います。

10年前は、EUが環境とか気候変動という問題の理想あるいは規範を形成しているとい

うことで評価されていたのですが、現在は EUの規則が次第に常識として定着し、そのルー

ルのもとで収益性、つまり再生可能エネルギービジネスが成立するかどうかが問われてい

るのです。

先に指摘したように、欧州グリーン・ディールを理解するには、環境政策とエネルギー

政策が統合していることを理解しておく必要があります。EUの環境政策は、もともと基

本条約に明確な権限はなかったですが、徐々に進み、ある段階からいわゆる「環境主流化」

という流れが出てきます。一方、欧州石炭鉄鋼共同体はまさに EU統合の基礎でしたが、

その後の石油の時代になって、70年代から 90年代までほとんど EUレベルでのエネルギー

政策というのは進みませんでした。本格的に変わってくるのがようやく 2000年代、ちょ

うど 10年ぐらい前です。しかし、その後は飛躍的にエネルギーの共通政策が進みました。
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別々の流れで進んできた環境政策とエネルギー政策が合体をして、それによって産業構造

を根本的に変えるという方向性が示され、その延長線上にあるのが欧州グリーン・ディー

ルなのです。

エネルギー政策の最も大きな転換点は 2009年です。この年に第 3次エネルギー規則・

指令パッケージが発効します。これは要するに、エネルギーのネットワークに第三者が自

由にアクセスできるような条件ができたということです。つまり、再生可能エネルギーな

どの新規事業者が自由に電力事業に参入できる法的基礎が整備されたのです。

さらに重要なのは、リスボン条約 194条で連合のエネルギー政策が規定されていること

です。これは、公正な競争市場でエネルギー取引をできるようにすること、EU全体とし

てエネルギーを確保すること、エネルギー効率改善・再生可能エネルギーの発展を促すこ

となどを定めています。実は、これがヨーロッパにおいて再生可能エネルギーが急速に伸

びた法的基礎となったのです。

フォン・デア・ライエン新欧州委員長が出てきて、突然に欧州グリーン・ディールが出

てきたというわけではありません。この政策のパーツは、ほとんど 2009年以降に進めら

れてきた一連の政策を基礎にしています。今回の違いは、それらを取りまとめたこと、産

業構造変革のための成長戦略として打ち出したこと、2050年気候中立という目標を掲げ

たことです。

この結果が、再生可能エネルギー主力電源化です。2020年、史上初めて EU27カ国に

おける発電において、再生可能エネルギーが化石燃料による発電を上回ったのです。

もう 1つは、劇的に再生可能エネルギーのコストが下がったことです。以前は太陽光発

電のコストは高いということが言われていたのですが、今はもう基本的に化石燃料のほう

が高いというところまで来ています。

それから、実は EUは近隣の国々とエネルギー共同体というのをつくっていまして、こ

のエネルギー共同体に入っている国は、EUの気候変動、エネルギー政策を自主的に実施

していかなければならず、EUの政策の影響は広がっています。

次に、欧州グリーン・ディールの中身についてです。これは、経済成長と資源利用を分

離（デカップリング）し、資源効率の高い、競争力がある経済と、公正で豊かな社会への

転換を目指す成長戦略です。一般的に、2050年気候中立という目標に注目が集まりますが、

それを本当に実現するためは、サーキュラーエコノミーを実現しなければいけません。

2つの重要なポイントがあります。まず、その転換について、例えば炭鉱に依存してい

る地域は大きな影響を受けるので、そうした地域の転換を促す「公正な移行」を考えなけ

ればなりません。これがうまくいかないと、市民の支持が得られず、加盟国間の合意もで

きず、結局進まないということになりかねません。もう 1つは、インフラも含めて膨大な

投資が必要ですが、EU予算は小さいですし、欧州グリーン・ディール政策について、投

資家の皆さんが信頼できると思わないと投資してくれません。

さて、EUは、2050年気候中立を目指して 2030年目標を引き上げ、経済成長を続けな

がらも温室効果ガスはどんどん減らしていくと言っています。考えなくてはいけないのは、

いろいろな産業分野ごとに対策を必要だということです。農業は実はなかなか削減が難し
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い。住宅については、リノベーションウェイブといって、断熱性能を高めたりするという

策を進めていますので、ある程度は実現できると思いますし、リフォーム需要を生みます

ので、雇用促進にも役立ちます。発電については、再生可能エネルギーが実用化されてい

ますので、削減していけると思います。工業部門はいろいろあってなかなか難しい。一番

難しいのが、温室効果ガスの 4分の 1ぐらいを出している輸送部門です。

エネルギーミックスを考えていくときに、忘れていけないのは、現在、ヨーロッパは石

油、天然ガス、石炭に依存しているという事実です。もちろん急速に再生可能エネルギー

は増えているわけですが、2050年までに石炭使用を止めて、石油や天然ガスもほとんど

使わないということが本当に実現できるのでしょうか。

いろいろな問題点があります。1つは「ロックイン」されたプラントです。これは、既

に建設されている、あるいは建設途中のさまざまな化石燃料のプラントがあり、それらを

今までの標準的な耐用年数で使い続けるとしたら、どれぐらいの CO2が出るとかという

のも簡単に計算ができてしまいます。目標を達成するには、そうした化石燃料プラントを

予定よりも早く廃棄することが必要になってくる可能性があり、そのコストを誰が担うの

かという問題が出てきます。

また、なかなか電化が難しい産業分野では、水素を使うというお話が出ています。しか

し、水素の生産コストという問題があります。ヨーロッパの場合は、天然ガスを確保して

いますし、域内の天然ガスパイプラインを水素パイプラインに転用することも可能ではな

いかというお話もありますが、いずれにしてもコストがかかる。それから、石炭をやめる

のはいいけれども、働いていた人たちの仕事はどうするのかという問題があります。いわ

ゆるグリーンジョブを増やすということです。これをしっかりやらないと市民の合意は得

られないでしょう。

日常生活においても、自家用車は捨てるというぐらいのライフスタイルの変化が必要で

す。加えて、国によってエネルギーミックスが大きく違います。既に移行が進んでいるデ

ンマークのような国ならともかく、ポーランドなど石炭に依存している国だとエネルギー

ミックスの転換は大変です。エネルギーミックスが異なるため、欧州グリーン・ディール

政策の経済、社会への影響が違い、それをうまくコントロールしないと転換が進まない。

そこで、今回は、「公正な移行メカニズム」、また「インベスト EU」という融資保証で民

間投資を誘致するような仕組みを盛り込んでいるわけです。これがうまくいけば、加盟国

間の合意が形成されて、EUの連帯が確保されて、欧州グリーン・ディールがうまくいく

かもしれない。けれども、合意が形成されず失敗するかもしれない。しかも、そんなに時

間はないのです。EUが一応、欧州グリーン・ディールの基本的な仕組みを作り上げるター

ゲットにしているのは 2023年です。ということは、2021年、2022年に激しい争いが起こ

るはずだと思います。

エネルギー集約型の産業、特に自動車製造などの分野の雇用に依存している地域は、ヨー

ロッパの東側に集中しています。この地域の転換をどうするのかという問題があり、だか

ら「公正な移行メカニズム」という形で支援をしていくのですが、スムーズな転換ができ

るかどうか。これはまさに社会問題です。欧州グリーン・ディールは、化石燃料に依存す
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る経済をやめて、分散型の再生可能エネルギーをベースにした経済に変えることを目指し

ているのですが、そのためには、さまざまな利害関係者の意見を聞き、積極的な参加を促

しながらコンセンサスをつくっていかないと、うまく進まないです。国のレベルでは労働

者、市民、まさに衰退産業で働いている人たちはどうするのかという問題が起こります。

企業のレベルでも、エネルギーをたくさん使う企業、例えば航空機、船舶、鉄鋼業などの

温室効果ガス排出規制が強化されていく中で、企業として生き残っていけるかという問題

が出てくるのです。

また、再生可能エネルギーを最大限有効に使うためには、スマートグリッドに変えてい

かなければいけないというインフラ整備の問題があります。さらに、同じ石炭に依存して

いる地域であっても、それを変換して新しい持続可能な産業をつくりだして「村おこし」

のようなことを考える際に、それぞれの地域や人々の知恵を寄せて、石炭以外のさまざま

な可能性のある要素を掘り起こして、それらをうまく使えるような社会資本があるかどう

かという違いも、地域ごとの移行の差を生み出します。結局、それが人々の合意を形成で

きるかという問題にかかわってくるのです。社会保障制度や年金制度などがありますが、

国ごとに実は相当に能力が違います。総じて、北の国々は手厚いですし、南の国々は非常

に弱い。欧州グリーン・ディールを実現するということは、経済・社会の仕組みを全部変

えるということなのです。

私は、欧州グリーン・ディールの理念には賛成しますし、大いに期待するところですが、

実現するのはなかなか難しい。しかし、COVID-19が、欧州グリーン・ディールを後押し

することになりました。感染拡大の影響は東と南に集中し、フランスとドイツは、こうし

た加盟国を助けるためにも復興基金を提案しました。イギリスがEUをやめ、各国でナショ

ナリズムが台頭し、EUの言うことを聞かない国もたくさん出てきているという状況下で、

改めて EUの政治力と連帯が示されたのです。復興基金には、賛成する国、反対する国が

あり、予算案の項目が増額されたり減額されたり、補助金が融資に変えられたりというこ

とがありましたが、復興レジリエンス・ファシリティという復興基金の中心的な予算は、

基本的に維持されました。

これは、EUの金融システムを考えたときにも非常に重要なポイントです。債務共有化

あるいはユーロ共同債が初めて合意されたからです。今回限りという特例措置にはなって

いますが、EUとして資金を市場から調達して、それを EUの加盟国全てが低炭素社会に

移行していけるようにという形で資金を使うという政策が打ち出され、中期予算と合わせ

て非常に大規模な予算が組まれた。これからも、加盟国間の対立の火種は尽きませんが、

欧州グリーン・ディールが動き出したのは間違いありません。

欧州グリーン・ディールを構成する要素には、産業戦略、循環型経済、エネルギー同盟、

気候行動計画、社会権の柱、デジタル単一市場など、いろいろありますが、各政策は、欧

州グリーン・ディールが打ち出される前から、それぞれの分野で進んでいたものです。欧

州グリーン・ディールは、それらをパッケージにして 1つの成長戦略として組み立てたと

いうところに新機軸があります。以前から、各分野の政策の歯車が形作られてきたのです

が、動力がないと動かない。しかし、「次世代 EU」という名の復興基金が刺激になり、
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政策を実現していく資金的な裏付けを得て、欧州グリーン・ディールを構成する政策の歯

車が動き出したのです。

注目していただきたいのは、2050年の気候中立を目指すパンフレットに、欧州グリーン・

ディールに適した商業的ルールをつくると書かれていることです。要するに、エネルギー

転換というのは、理想とか規範の話ではなくて、ビジネスなのです。商業として成り立つ

ような転換ということが今、EUとしては目指されている。ただし、そのときに、循環型

の経済に転換するということと、また明田先生も強調されましたけれども、働く場におい

て人権や労働基準をちゃんと守らなければならない。

さて、それでこれからが勝負ということなのですが、復興レジリエンス・ファシリティ・

ガイダンスという一番大きな復興予算の部分の使い方が定められており、要するに、エネ

ルギー効率の改善や環境に役立つものに資金を使いなさいということになっています。そ

こで、ヨーロピアン・セメスター国別勧告が重要になります。各国の予算は自国で徴収し

た税金ですから、各国が自分の判断で使うのですが、それを欧州委員会に提出して、チェッ

クしてもらって、使い方についていろいろ直さなければいけないのですが、このヨーロピ

アン・セメスターという仕組みを通じて、加盟国のエネルギー転換についてもチェックが

入るので、EU全体として欧州グリーン・ディールを進めていけるという仕組みになって

います。

次に、「欧州新産業戦略とサーキュラーエコノミー」についてお話します。欧州グリーン・

ディールというのは、理想ではなくて現実的な課題になってきていて、それを実現するた

めには循環型経済（サーキュラーエコノミー）に転換できるかというのがポイントになり

ます。欧州新産業戦略は、グリーンとデジタル移行ということを主張しています。新産業

戦略の 1つの特徴は、デジタル化というのを強調しているというところですが、もう 1つ

は公正なグローバル競争条件で、これがまさに明田先生が説明された内容とかかわってい

ます。それから重要なのは、パートナーシップ・アプローチという部分です。これは、民

間企業の力を借りないとできませんと言っているのです。例えば、バッテリー・アライア

ンスというのがありますが、ヨーロッパにそんなにバッテリーの潜在力があるのかといえ

ば、まだ十分にはないので、企業の協力を得ながら、ヨーロッパ域内においてもきちんと

バッテリーを作れるようにしなければいけない。クリーン水素もそうです。またレアメタ

ルの確保の重要性についても、「開かれた戦略的自律性（Open Strategic Autonomy）」が強

調されています。

このサーキュラーエコノミーのポイントは、資源需要と経済成長を切り離すということ

ですが、では再生可能エネルギーに転換すると資源需要はなくなるのかというと、そんな

ことはないのです。今、問題になっているのは、たくさんの資源を使い、加工して消費し

廃棄物を大量に捨てています。しかし、こんなことをやっていたら、もうもたないですと

いうことです。そうすると、このサーキュラーエコノミー、循環型経済への転換が必要に

なります。これは、とても環境フレンドリーで魅力的に思われるかもしれませんけれども、

実は、産業に必要な資源をしっかり確保することを考える上でも、域内において資源をちゃ

んと再利用する、転用するというのが非常に重要なのです。そういう意味では、エネルギー
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安全保障の観点からも、サーキュラーエコノミーを考えなければいけないということです。

循環型経済行動計画というのは、部品とか製品を作る段階から分解して再利用しやすい

ような設計にしなければいけない、サプライチェーン全体で再利用を前提としたものづく

りをしなければいけないということなのです。特に資源集約的な分野、例えば電気機器、

情報通信機器などを循環型に変えていく必要があります。特に EVが拡大していくと廃棄

されるバッテリーをどうするかというのは重大な問題になります。自動車など輸送部門は

温室効果ガスの排出量の 4分の 1を占めていて、過去 20年ぐらいの間にこの部門の温室

効果ガスはあまり減らせていません。また、輸送部門は、1,000万人以上の雇用、GDPの

4％を占めています。しかも、2050年までに貨物車両などは 6割伸びると言われています。

ここを変えないといけないですよねというのは非常に重要な課題で、輸送部門の中でも、

道路輸送が温室効果ガスの 7割という状態なので、これをいかに減らすかが重要です。　

もう 1点考えておきたいのは、こういった変化を後押しする意味で、お金の流れを変え

なくてはいけないということです。2020年 6月にタクソノミー（グリーンな経済活動や

投資の分類）に関するレギュレーション（規則）というのが出たということのインパクト

は非常に大きいです。これは、グリーン・ボンドの基礎になるルールです。ざっくり申し

上げると、4項目あり、環境を改善する効果があること、他の環境目的の邪魔にならない

こと、それを実施する上で最低限の社会保障措置をとること、それから欧州委員会の技術

的なスクリーニングです。最低限の社会保障措置と言われるところに、例えば OECDの

多国籍企業行動指針が入っています。この指針は強制力があるわけではなく規範にすぎな

いのですが、EUがタクソノミーにこの規範を入れると、事実上、強制力を持つことにな

ります。

関連して、今までだと財務情報だけでよかったのですけれども、金融商品などが環境に

やさしいところに投資しているかどうか判断するためには、財務情報だけではなくて、環

境的に持続可能な経済活動であるかどうかがわかるような非財務情報を開示してもらう必

要があると言っています。これをめぐる争いも始まっています。

タクソノミー規則が決まると、それをベースにグリーン・ボンドの基準も決まってくる。

銀行や保険業の健全性要件にもこれを入れると、当然、非財務情報を出してください、投

資家もそれを守らなければいけないということになってきます。そうすると、環境とか持

続可能性とか、環境社会問題とか、あるいは企業のガバナンスを念頭に置いた ESG投資

が重要になり、格付けにもタクソノミーが組み込まれていくことになります。これが、実

際どこまでうまくいくのかがわからないところですが、既にそうした布石が打たれている

のです。これがうまく動き出すと、EUが進めようとしているエネルギー転換にも民間の

資本が入ってくるという可能性が出てくるわけです。

次に水素のお話です。将来、再生可能エネルギーでエネルギーを全部まかなうことがで

きるようになるかもしれません。ただし、問題なのは、産業分野によってやっぱり移行が

難しいところ、あるいは電力の貯蔵や輸送といった問題というのが出てくるのです。それ

を EUは明確に自覚をしているので、エネルギーシステム統合戦略を出したのです。簡単

に申し上げると、今まではつくったエネルギーを必要なところに一方向で届ける単線型の
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リニアシステムだったのですが、それを双方向でお互いに交換できるようにすることです。

うちで余っているエネルギーがあったらよその会社に回しますよというような形ができる

エネルギーシステムにするということです。

というわけで、実は重工業とか運輸は、再エネへの移行がなかなか難しい部門において、

水素を含む低炭素燃料を使おうということになりました。結局、再生可能エネルギーをフ

ルに使うためには、蓄電池だけではなくて、再エネの電力で水素とかメタンを製造すると

いうことが必要になります。ここが大事な点なのですが、Power to Power、Power to Gas、

Power to Fuel、Power to Mobility、Power to Industryと書いてありますように、再エネか

ら多様なエネルギー形態を作り出し、それらをさまざまな産業分野で相互融通するエネル

ギーシステム統合を実現していくことが、クリーンで安定的なエネルギーを確保する上で

肝になってくるのです。当然、インフラを変えていかなくてはいけない、技術を開発しな

くてはいけない。それから、水素やメタンをつくるにしても、そのコストを下げていかな

くてはいけないという問題が出てきます。

では、再生可能エネルギーが増えるとそれでハッピーかというと、必ずしもそうではあ

りません。グリーンとデジタルは、レアメタルなどクリティカルローマテリアルズ（CRMs）

といわれる鉱物資源に依存しています。欧州グリーン・ディールが進めば進むほど、

CRMsへの世界需要が激増します。ところが、その地理的な賦存は極めて不均質なのです。

だからこそ、「開かれた戦略的自律性」が必要になるのです。リチウム需要は 60倍、コバ

ルト需要も 15～ 20倍になると予想されています。CRMsを誰がもっているかと言えば、

中国が圧倒的なのです。CRMsを確保する上でも、サーキュラーエコノミーが大事なので

す。廃棄物から CRMsを回収しリサイクルして利用できるようにしておかないと、安心

してグリーン・ディールを進められないということです。

電気自動車（EV）についてです。EVが急速に伸びていますが、EVが伸びると、その

5年ぐらい以降には大量の中古車や廃車が出てきますが、それは中古バッテリーがたくさ

ん出てくるということです。このバッテリーをどうするかという問題が生じるのです。分

解してリサイクルするというのにも限度があり、車載バッテリーを他目的に転用すること

が必要になるのです。中古バッテリーで蓄電センターを作れば、エネルギーシステムの安

定化に使えるのです。車を走らせるためには 100％使えるバッテリーでなければいけない

かもしれませんが、電力システムの安定化のために使うためには、多少古いバッテリーで

もいいわけですね。そういう形の転用というルートもきちんとつくらないといけません。

実は、中東欧地域で CRMsの開発ができるということが指摘されています。今まで石

炭など化石燃料に依存していた地域が、新しく CRMsを開発できるようになる。そうす

ると、輸入依存が減るわけですから、これは西欧の利益にもなり、中東欧諸国の利益にも

なるので、EUの加盟国間の合意も形成しやすくなるかもしれません。

最後に、まとめです。第 1に、欧州グリーン・ディールを扱うときには、環境政策とエ

ネルギー政策が一体になっていることを見落としてはいけません。第 2に、厳しい環境ルー

ルがあるとしても、その中できちんと収益性がとれるようなビジネスに転換できるかどう

かが、現実的な課題となっていることです。全ての産業分野において厳しい環境規制の中
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で収益性が確保できるどうか、そうしたビジネスに転換ができるかどうかです。第 3に、

通商政策の面では、やはり「開かれた戦略的自律性」が重要です。第 4に、欧州グリーン・

ディールに対する投資家の信頼、あるいは市民の信頼を確保しなければなりません。エネ

ルギー転換の痛みをうまく緩和し、国民的合意を作ることができて初めて EU加盟国の連

帯が確保され、政策が進むのです。第 5に、サスティナブル・ファイナンスとユーロ共同

債による資金の調達です。これには、欧州グリーン・ディールに対する投資家から信頼を

確保することが重要です。以上が私の報告です。どうもありがとうございました。

■飯田　哲也（認定 NPO法人環境エネルギー政策研究所（ISEP）所長）

「加速する世界のエネルギーシフトと日本との落差」

環境エネルギー政策研究所の飯田と申します。私のお話は、最初の明田先生、蓮見先生

のような専門的なグリーン・ディールの話とは若干性質が異なります。私は、分野がエネ

ルギー中心であるということと、もう 1つは、私自身 EUの政策プロセスにかつて若干か

かわっていたこともあるのですが、日本の霞ヶ関やエネルギー政策の現場にもかかわって、

現場と霞ヶ関との認識の違いが常に問題意識としてあることです。日本は、エネルギー政

策のコンテンツで遅れているのは言うまでもないのですけれども、もっと違う次元でかな

り日本は非常に厳しい状況になっているのではないかと思います。

もちろん、コロナ禍が 2020年初めに広がる前から、EU、その前はアメリカの民主党か

らグリーン・ニューディールあるいはグリーン・ディールという話は出ていたわけですが、

それを加速したのは明らかにコロナ禍です。特にコロナ禍によって格差の問題が顕在化し、

他方で株価バブルが起きています。これを串刺しするような形で一気にグリーン・リカバ

リーとか、ビルド・バック・ベターとかしていこうというモメンタムにはなったんだろう

と考えています。

ただ、2020年、瞬間的に CO2が減ったとしても（IEAだと 7％という速報値が出てい

たかと思います）、温室効果ガス全体としては実はあまり減っておらず CO2が減っただけ

ということなのです。長期的なトレンドでは、いわゆる気候危機、+1.5℃でも気候の影

響はすさまじく出るわけですが、それに持っていくとしてもなかなか大変であり、つまり

エネルギーを丸ごと変えるしかないということです。

10年前、パリ協定は 2015年ですが、2009年のコペンハーゲンでの COP19のころは、

ほとんど再生可能エネルギーといっても太陽光と風力だけなのですね。この頃は、太陽光

と風力を誰も相手にしなかったのです。ですから、気候変動というのは、例えばキャップ・

アンド・トレードやカーボン・タックスとか、政策と規範的アプローチしか対処しようが

なかったのです。

ところが、この 10年でゲームチェンジが起きました。それは、太陽光と風力がまさに

指数関数的に伸びた。速報値ですが、2020年末に太陽光がついに風力を抜いたというのが、

30年この分野に携わっている私からみてもビッグニュースです。あくまで設備容量です

が、まず風力が原発を抜き、そして太陽光が原発を抜き、今度は風力を太陽光が抜くとい

うすさまじい勢いで成長してきたのです。とは言っても、まだ風力は世界全体の電力で 6
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～ 7％、太陽光は 3％ぐらいにすぎないですが。

参考までに、商業的に風力発電が普及し始めるのは 1980年、アメリカのカリフォルニ

アとデンマークです。1990年時点でもまだ風力はカリフォルニアとデンマークにしかあ

りません。1990年の BP統計で見ると、風力は、世界の電力供給の 0.01％で、その 10年

後の 2000年も風力発電は 0.1％です。2010年には、中国やアメリカも風力発電が普及を

始めたのですが 1％でした。つまり 1980年から 10年ごとに、10倍増加してきたのです。

そのペースでいくと、2020年で本来 1の 10倍ですから 10％になるはずなのですが、残念

ながらそこにはたどり着かず 6～ 7％です。しかし、1％が 6～ 7％になって、風力の普及

のペースは落ち着いてきたのですが、それでも 2030年あるいは 2050年には数 10％にな

ると思います。

太陽光はもっとすごくて、太陽光が本格的に普及を始めたのは 1995年の日本からです。

これは全く偶然なのですが、電力会社が余剰電力購入メニューを導入し、経産省が、あの

再エネ嫌いの電力会社と再エネ嫌いの経産省が、2分の 1補助金をすることに合意しまし

た。実は、これは「炭素税つぶしの迎え火政策」とも言われているのですが。ドイツが

2000年に固定価格買取制度を導入し、2002年に太陽光は世界の発電の 0.01％でした。

2009年に 0.1％、2015年に 1％、太陽光はだいたい 6、7年で 10倍増加してきました。と

いうことで、2021年で 10％になるはずなのです。しかし、今 3％で、太陽光の場合は前

年比よりも 2021年の設置量が多くなる傾向なので、2020、2021年から 2022年ぐらいには、

10％には達しないかもしれませんが、おそらく風力と同じく 7、8％ぐらいまでは増える

のではないかと考えられます。太陽光は、これからも指数関数的に増加していきます。で

すから、10年前には想像できなかったのですが、IRENA（国際再生可能エネルギー機関）

のような保守的な国際機関でも、あるいはドイツ Energy Watch Groupとフィンランドの

LUTの共同研究ですが、特にこの LUTと Energy Watchは、太陽光と風力がこれから、

電気だけではなくて、一次エネルギー、つまりエネルギーのほとんど全てを太陽光と風力、

特に太陽光が占めるのだというかなり強気のシナリオを示しています。こうしたシナリオ

が出てくるようになったのはここ数年のことで、10年前には全く考えられなかったこと

です。世界の認識が、この 10年で完全に塗りかわったということです。やはりコストが

下がったことが大きい。風力発電のコストは過去 10年で 7割減、太陽光は 9割減。これは、

いわゆる技術学習効果、いわゆるラーニングカーブというか、コンピューターの世界に例

えるならば、インテルを作ったゴードン・ムーア博士の名前から取った「ムーアの法則」

が当てはまります。まさに、大量生産される小規模分散テクノロジーは、日進月歩の工夫、

改良、改善、コストダウンがあって、それが結果として継続的にコストダウンを起こし、

小さなイノベーションも含めてイノベーションを起こしてコストを下げていくということ

です。この太陽光と風力が、LCOE、つまり初期投資とランニングコストを平均化した新

設のコストで見ると、今や一番安いエネルギー源になったのです。

同様に、太陽光のコストは、8割、9割減で、これからも持続的に下落をしていくと予

想されています。風力のコストは、これまで半減しましたが、やはり継続的に下落してい

くでしょう。もう 1つ大きなゲームチェンジャーが起きているのは蓄電池です。特にリチ
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ウムイオン蓄電池のコストは 9割減で、これからもこのペースで下がっていくと思います。

この 3つが、エネルギーとモビリティにおける根底からのゲームチェンジャーになってい

るのです。

だから、現在は、単にエネルギーシフトあるいは気候変動について、規範や政策によっ

て進められているだけではないのです。もちろん政策は非常に重要ですが、基本的にはテ

クノロジー・ディスラプション（技術による破壊的変化）が起きているのです。これを歴

史的にみると、天然ガス、石炭、原油、LNGの歴史的な市場価格に対して、空から隕石

が落ちているようなペースでこの 3つのコストダウンが、特に太陽光バッテリーというの

は激しいコストダウンが起きており、いわゆる化石燃料および原子力が作ってきた古いエ

ネルギー秩序を根底から破壊しようとしている状況になっています。

ちなみに原発は、どんどんコストが上がってきています。福島原発事故以降、原発のコ

ストが上がったということを言う人を見かけますが、それは不勉強です。そうではなくて、

福島原発事故よりもはるか以前にアメリカでもフランスでもコストは鯉の滝登りのように

上がってきていたのです。東芝がウェスティングハウスを買収したのが 2006年なのです

が、その時にはすでに原発はコスト的に終わっていたということです。

IRENAによれば、従来のエネルギー地政学は石油をめぐる国際政治でしたが、これか

らは再エネの市場と技術を持っている国が主導権を握るということになります。アメリカ、

中国、ヨーロッパ、そして本来なら日本も、これからの新しいエネルギー地政学の勝ち組

で、他方、石油に依存している国々はこれから大混乱が起きるだろうと予測されています。

実際にベネズエラを見てもそうだし、ロシアを見てもそうですが、これから大変なことに

なっていくと思います。

中国はもうはっきりと勝ち組の位置におり、彼らはそれを意識しています。残念ながら、

日本の政治も行政もこの点を全く理解していません。

カーボントラッカーの資料によれば、既に太陽光を新設するほうが石炭を新設するより

も、平均コストで見れば安くなるし、もうすぐ既存の石炭を動かすよりも、太陽光を新設

したほうが早くなります。ですから、日本の古い高効率石炭火力を輸出するようなモデル

は、もう成立しなくなりますし、先日もインドからキャンセルされました。

2020年 5月にインドの太陽光プラス蓄電池は 400GWで、これは日本で言うところのベー

スロード電源です。365日 24時間、稼働率 80％で動かして、落札結果はわずか 1kWh当

たり 4円です。インドでも 1kWh当たり 4円だと、しかも需給調整可能で稼働率 80％で

動く太陽光プラス蓄電池であれば、石炭と比べてももう十分に採算がとれます。太陽光プ

ラス蓄電池が新設石炭よりも安くなるという 10年後の予測が、すでに個別のプロジェク

トでは実現しつつあるということです。ですから、再エネというふうにひとくくりで言う

わけですけれども、少なくとも電力エネルギーのゲームチェンジャーは、太陽光と風力、

そして蓄電池なのです。

この太陽光と風力が激安になり、今後もますます安くなるので、水素を介したセクター

カップリングというのがいよいよリアリティを持ってきました。少し古い者ですが、スタ

ンフォード大学の Tony Sebaが 4年前のレポートで提言しているように、単に EV化が進
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むのではなく、同時に自動運転とライドシェアが急速に進んでゆきます。最近もホンダが

（かなり限定的かつ高価ではあるものの）「世界初」のレベル 3を発売し、テスラは今年中

に自動配信でレベル 4を出すと言っています。中国やアメリカの都市ではもうレベル 5の

実験をやっています。この自動運転のテクノロジーも、EVよりもはるかに速いスピード

でどんどん技術が進み、同時にライドシェアが普及し、スマホで誰でも好きなところに配

車できるようになるので、車をそもそも買う必要がなくなる時期もそう遠くありません。

そうすると、車を年間 1,000万台売り切るような、特に日本の自動車産業のようなビジネ

スモデルというのは大崩壊をこれから起こしていくだろうということが予見されていま

す。これから 10年の間に、いわゆるMaaS（Mobility as a Service）とか、あるいは CASE

（Connected, Autonomous, Sharing, EVs）と呼ばれるモビリティへの転換が急速に進みます。

2030年までにガソリン、ディーゼル車の販売を禁止するという政策や規範により政策が

打ち出されつつありますが、MaaSや CASEなどの技術革新による破壊的変化はそれより

も早く、その変化を加速させるのではないかと思います。車を買わずにスマホで呼べるサー

ビスに変わると、自家用車を買う場合に比べて移動のコストが、10分の 1以下で済むと

試算されています。自家用車を買うと、自家用車を買って、駐車場代を維持して、税金を

払って車検代を払って、修理代を払い、保険料を払うというコストが高いのです。

そこまで一気にシフトしてしまうかもしれません。つい最近、オーストラリアのレポー

トでは、これは 10年もかからなくて 2025年ぐらいにはこちらにシフトするのではないか

というレポートも出ています。

脱炭素も、これまではキャップ・アンド・トレードとか、カーボン・タックスといった

経済界と対立する ｢経済抑制的な政策｣ でいかに変えようかということでしたが、太陽光、

風力、さらにそこに蓄電池がゲームチェンジャーとして加わろうとしています。モビリティ

も全く同じトレンドです。日本政府とトヨタ、ホンダは、いわゆる水素燃料電池にこだわ

りすぎたために完全に出遅れています。今、エネルギー（電力）とモビリティ分野で、ほ

ぼ同時並行で産業の破壊的変化が同時進行で起きており、AIとか ICTをベースとするデ

ジタル領域がそれを後押ししています。デジタル領域の変化そのものも今、社会を大きく

変えようとしているので、これを逆に社会はどう受けとめて、移行マネジメントを慎重に

デザインすることが大事な時なのですが、手を突っ張ってその変化を起こさないようにし

ているのが日本です。日本は 2011年の 10年前の福島第一原発事故の起きたその日に固定

価格買取制度を午前中閣議決定し、その後、当時の菅
かん

首相が、自分を辞めさせるのであれ

ば、この固定価格買取制度を成立させろと言って、8月 26日に法案成立、翌年の 2012年

7月 1日から施行されました。これによって、太陽光だけは爆発的に増えました。制度設

計が粗雑だったために、副作用がかなり大きかったことはあるのですが、瞬間的にはドイ

ツを抜いて、中国に次ぐ世界第 2位の太陽光発電大国となりました。日本の太陽光発電は

6,000万 kWぐらいですが、アメリカに抜かれてしまったので世界第 3位に後退し、太陽

光発電を筆頭にその普及に急ブレーキがかかろうとしています。ここはまた日本の問題な

のですけれども、例えば九州電力は、2018年 10月からいわゆる出力抑制を始めました。

出力抑制がただちに悪いというわけではないのですが、まだ太陽光や風力の出力を抑制す
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るレベルではない、つまりまだ石炭火力を半分ぐらい残しているのです。原発を動かしな

がら、また連系線で中国地方に送る余地があるのに、太陽光を抑制しているのです。非常

に乱暴な抑制を九電が始めているというのが、まさに日本の状況を象徴しています。九州

電力では、まだ 11～ 12％しか太陽光、風力は入っていませんから、このレベルで抑制し

ていたら、とてもではないですけれども再生可能エネルギー 100％はできません。

近年に劇的に安くなった太陽光と風力の 2つを VRE（Variable Renewable Energy）と呼

んで、この比率を電力分野で高めていくことが世界の競争になっており、日本は今これが

もうちょっと上がって日本全体は 8～ 9％ぐらいまで来ました。九州は 12～ 13％までいっ

ています。さらに再エネの比率が上がると、柔軟性を確保するために、系統運用の考え方

をちょっと変えないと十分吸収できなくなります。デンマークと南オーストラリア州のよ

うに再エネの割合が大きくなると、短期的な安定性を確保する策が必要になります。

この柔軟性という考え方が、電力市場におけるパラダイム変化なのです。これまで、日

本は、ベースロード電源という考え方に凝り固まっていて、そこに変動型、自然変動型、

太陽光と風力が入ると、放っておくと需要を突き抜けてしまい、系統安定性が保てなくな

る。そこで、九州電力はこの突き抜けた太陽光を止めてしまえという非常に乱暴なことを

やるわけです。しかし、10年から 20年前の間に、ヨーロッパなど、再エネ、自然変動型

再エネが入ったところは、ベースロード電源なんていらないのではないかと考え方を変え

ました。太陽光と風力というのは、市場から見ると実質ゼロ円なのです。実は、マイナス

コストのときが水素を作るチャンスなのです。それはともかく、太陽光や風力は実質的に

はゼロコストで、かつ純粋な国産エネルギーですし、いわゆるメリットオーダーといわれ

る、安い順に市場に電源を入れていくという考え方からすると、太陽光と風力を最優先し

て入れて、ほかのものを後から乗っけていくほうが総コストは安くなるのです。本当のちゃ

んとした電力市場であれば、需要側が適応することもできますし、ヨーロッパだったらほ

かの国に輸出をすることもできます。日本でも、例えば九州電力は中国地方に送ることも

できるのです。自然変動電源を最優先して入れつつ、系統全体を柔軟に運用していくとい

う柔軟性という考え方にパラダイムチェンジが生じたのですが、日本はまだそこに至って

いないという非常に残念な現実があります。

南オーストラリア州が 2004～ 2005年ぐらいから太陽光と風力を増やし始めました。太

陽光と風力で、2019年で 51％になっていて、2021年中に 70％ぐらいになりそうです。こ

こは、周波数調整市場でうまく機能しているのですが、そこで大活躍しているのがテスラ

が作った巨大バッテリー施設です。日本でも 2018年の 9月に北海道で全道ブラックアウ

トがありましたが、南オーストラリア州では、その 2年前の 2016年 9月に暴風雨で送電

鉄塔が 20数機なぎ倒されて全州ブラックアウトを起こしたことがあります。その停電対

策の一環として、当初は 100MW/h、129MW/hという当時世界最大級の蓄電池、－これは

系統側に接続された蓄電池なのですが－、に 75億円投資したら、周波数調整市場で年間

30億円稼ぎ 2年半で投資が回収できました。2020年これをさらに 1.6倍にし、125MW/h

を 200MW/hに増強しました。蓄電池は、電力系統で使える一番効率性の高い選択肢になっ

たのです。日本の政府、特に経産省の資料を見ると、再エネをやるには蓄電池が必要だと
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言い訳のように蓄電池と書いているだけで、本格的な普及は全くやってこなかったのです。

デンマークはまた別の非常に面白いアプローチをとっています。デンマークの場合は、

2050年にエネルギー全体を再エネ 100％、2030年までに電力の再エネ 100％というのを国

家政策で掲げており、その実現に向けて全土の 60数％普及している地域熱供給の拡大・

再エネ化と表裏一体になっています。ある年の 2月の風力発電は、文字どおりお天道様任

せ、風任せで、需要の 2倍ぐらい発電するときもあれば、まるで発電しない日もあります。

まさに自然変動なわけです。しかし、デンマークでは、もともと地域熱供給の熱源として、

コジェネレーション、つまり天然ガスやバイオマスを燃料として電気と熱を供給する熱電

併給を増やしてきていました。デンマークはコジェネを法律で 1979年から義務づけてい

ます。日本みたいにモノジェネ、電気を作るだけだと、大量の廃熱が出て 1次エネルギー

が非常にもったいないわけですね。それはデンマークでは許されていなくて、ゴミ発電で

も石炭火力でもバイオマスでもガスでも、とにかくコジェネで、熱は必ず地域熱供給で使

うので、総合熱効率で 80～ 90％、木質の場合は（含有水分の潜熱の回収で熱効率が）

100％超えたりするのです。デンマークでは、そのコジェネを 1979年から法律で義務づけ

るという非常に賢い国です。そのコジェネレーションは、風力発電が多いときには止まり、

風力発電が少ないときには動いて、風力発電の出力をコジェネが補完するわけです。これ

はお互いが話し合って補完するわけではなくて、電力市場を介しての補完です。風力発電

の出力が大きいときは、電力市場にタダまたはマイナスコストで入る電源なので電力市場

価格がぐっと下がるため、コジェネで燃料を使うともったいないから止めることになりま

す。風力発電が少ないと電力市場価格が上がり、その時にコジェネを動かすと儲かるので

コジェネを動かします。そういう形で市場価格、市場を介してこれが補完する関係にある

のです。そうすると、元々コジェネレーションは、地域熱供給のお湯を作るための熱源か

つ電源なわけですけれども、その熱の需要とは関係なく電力市場に連動して動くのですが、

その熱の過不足は、デンマークに 5,000カ所ある貯湯槽で調整します。デンマーク政府は

これを「お湯でためる蓄電」と言い、リチウムイオン電池の 100分の 1から 1,000分の 1

のコストで一番安い「蓄電池」だと自慢しています。風力発電の電力が余るときには、日

本のように止めるのではなくて（デンマークでも止めることもありますが）、風力発電の

電気からお湯を作るわけです。そうすると、熱需要とは全く関係なくお湯ができ、これを

貯湯槽がバッファとなって貯めることができます。これは 3者 3様にメリットがあります。

風力発電も止めるよりは動かしたほうが収入が入るので、風力発電事業者にとってもメ

リットがあります。地域熱供給事業者にとっては、風力発電がお湯を作るときは、電力価

格が極めて低いので非常に安上がりです。しかも、間接的ではありますが、風力発電の電

気がお湯になるわけですから、CO2フリーのお湯ができるという意味で、安くて CO2フリー

なのです。電力市場にとっても、全体の需給調整に役立ちますので、三方丸く収まる賢い

やり方です。

さらに、デンマークは、超巨大洋上風力の島をつくって風力をさらに増やそうとしてい

ます。増えるとさらに余るのではないかもしれませんが、それで水素を作り、その水素で

メタンを作ることができます。デンマークは同時にバイオガスを増やそうとしています。
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デンマークは、北海の化石天然ガスネットワークを持っているのですが、その北海の化石

天然ガスをもうやめて、バイオガスと風力ガスのネットワークに切りかえようとしていま

す。バイオガスは、ご承知のとおり、食品残渣や糞尿を発酵させて作るメタンですが、

CO2が半分ぐらい入っています。そこから気候中立的なメタンを取り出し、さらに CO2

を回収して、風力を利用して風力ガスというメタンにするという構想で動き始めています。

電力は風力とバイオマスのコジェネで CO2フリーになり、地域熱供給はバイオマスと風

力で CO2フリーになり、そしてガスはバイオガスと風力ガスで CO2フリーになるという、

ネットワークを 3層構造で全て CO2フリーにしていくというのがデンマークの構想です。

ですから、先ほど蓮見先生の絵にあった水素の活用の中で、唯一、多分実現しないだろ

うと私が見ているのは、水素そのもののネットワークです。これはおよそ実現しそうがな

く、多分、水素燃料電池であるとか、水素そのものを活用するというのはかなりレアにな

るのではないか、と私は思います。

菅
すが

総理が 2050年炭素中立と、中身がないまま言って、今、政治的には 2つの動きがあ

ります。経産省の審議会を見ているとわかりますが、とにかくもう猫も杓子もではないで

すけれども、やっぱり原発の再稼働が必要だ、場合によっては新設が必要だという、何と

も現実性がないことを言っています。一方で、河野太郎規制改革チームが、やっぱり再エ

ネを増やさなければいけないのだと言って、今、タスクフォースで動いていますが、なか

なかこれもうまくいかないようです。日本では、政府は口先では何か言うのですけれども、

実質の政策は伴っていません。1990年のいわゆる地球温暖化防止枠組み条約から始まっ

て、その後の京都議定書、そして今回パリ協定と進んできたのですが、地球温暖化防止枠

組み条約を締結しているのに、石炭火力を唯一増やした先進国は日本です。アメリカはモ

ビリティのほうが問題かもしれませんけれども、アメリカと日本は CO2削減に失敗しま

した。非常に残念なことですが、日本はデカップリングという発想がほとんどなくて、と

にかく経団連を中心に環境規制したら経済に影響があるという、もうどこの途上国だとい

うメンタリティの反対の大合唱という感じです。日本の再エネの目標値も、今となっては

本当に低いし、これを高めようにも、そのための政策措置のレベルが非常に低い。日本は、

ポテンシャルはあります。環境省が 2020年に出した調査によれば、住宅と農地を活用す

れば、2018年の日本の総発電電力量の 3倍ぐらいの電力が、太陽光だけでできます。太

陽光を軸に陸上と着床式で風力を少しやれば（浮体式風力は、私は考えなくていいと思い

ます）、仮にこの 1,170TWhだとしても十分ですし、半分ぐらいに節電もできます。ただ、

セクターカップリングでエネルギー全体を太陽光と風力を軸にカバーしようとすると、お

そらく 1,500から多くて 2,000TWhぐらいの風力と太陽光発電すれば、十分カバーできま

す。住宅と農地の一部および陸上を中心に、一部、洋上風力で量的には十分足りそうです。

再エネというのはお金が域内循環します。日本は、エネルギー調達のために 25兆円ぐ

らい海外に支払っている。この GDPでマイナスの費用を国内に投じていくことができる

ようになれば、GDP的にもプラスになっていくということです。

この 1年間を見ていて、コロナ対策では日本が突出して失敗しています。いや、そうは

言っても日本は感染者数も死者数も少ないではないかというふうにテレビでも、下手する
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とかぎ括弧付きの専門家の人が言ったりしています。しかし、アジアだけで見ると、日本

は最悪の部類です。まずはっきりわかるのは、政治がもうデタラメというか、後進的で反

知性的だということがはっきりしています。日本は明らかに非科学的なアプローチをとっ

ていました。1つはまず政治の問題。だいたい政治文化的にマッチョな国々、勢いで何か

やろうとする国、例えば、米国のトランプ前政権、日本の安倍・菅政権、ブラジルのボル

ソナーロ大統領といった国々は対応に失敗したと思います。イギリスのジョンソン首相は

途中で方針を変えましたけれども。

人命とか人道は非常に軽視されていて、経済と両天秤にかけられて、結果としてその経

済もうまくいかず、中途半端に感染を拡大させています。それだけでなく、私がやっぱり

日本の問題だなと思ったのは、分科会に象徴される知識コミュニティがガラパゴスだとい

うことです。これは原発エネルギーと全く一緒なのです。専門家のコミュニティが世界の

智から隔離されてるというのは非常に大きな問題で、1つは、日本はきょう時点で、100

万人当たりのPCR検査数が世界 148位です。もう 1年たってもいまだに増やせていないし、

あろうことか PCR検査をすべきではないという「検査抑制論」が日本だけで跋扈してい

ます。

もう 1つは、政策形成のプロセスとして霞ヶ関の劣化が甚だしいのではないかというこ

とです。これは、10年前の福島原発事故のときもそうですし、今回のコロナもそうなの

ですが、危機のときに平時の対応をするのです。それから、未知とか不確実なことに対し

て対応ができていません。これは非常に大きな問題で、最初にダイヤモンド・プリンセス

号が着いたときに中で仕切っていたのが、役職と権限はあるけど能力と知識がない人でし

た。現場や情報を無視するということが起きています。霞ヶ関の中で非常に古い前例主義、

形式主義、無謬主義等が跋扈しているので、これだけ今、世界で智が爆発的に発展してい

て複雑な社会になり、テクノロジーも社会も情報も大爆発しているときにも、もう完全に

ここが乖離しているのではないかというのが私自身の見立てです。

さらに加えて、地方とか市井レベルでの後進性が全然アップデートされていないことで

す。有名になったのは FAXとハンコです。日本はいまだに FAXを使っているのかという

ので、ほとんど世界の笑いものになりましたし、最近ではコロナを検知するソフトウェア

が半年間、全然機能していなかったとか、あるいは患者数が少なくとも欧米に比べるとけ

た違いに少ないのに、ベッド数はけた違いに多いはずなのに医療崩壊とか、社会全体が機

能不全を起こしています。

エネルギーの分野でも、例えば太陽光や風力による発電のコストが、日本では非常に高

いのです。そのコストをなかなか落とせず、高効率のバイオマスボイラーも日本では設計・

製造ができないのです。あるいは、技術的にはもっとシンプルな高効率の木質ストーブが

日本でできないのです。日本で作られているのは途上国型の非常に非効率ないわゆるダル

マストーブ的なもので、クリーンバーン方式のヨーロッパ型の燃焼効率が 80％を超える

ような高効率ストーブは日本で作られていません。あるいは、温水配管設計技術が、日本

では事実上ないに等しい。何かベーシックな原理原則がきちんと身についておらず、ここ

も日本は非常にまずいところに来ているように思います。
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グリーン・リカバリーというコンセンサスが、そもそも日本では消えてしまっている感

じがあります。まず日本の政治行政システムの非常に強固な縦割り、例えば農水省の農地

規制というのは、ある意味、温暖化がどうなってもいいから農地だけは守るというような

姿勢だったりするのです。しかも、先ほどあったような危機対応に対してほとんど機能不

全です。そこには日本の政治システムの問題があります。なぜかと言えば、現状維持で、

前例踏襲で、ある種の神話がはびこっているからです。役員の方は 2年でコロコロ変わる

けれども、その部署にはやっぱり原発と石炭が中心のいわゆるベースロールなんだといっ

た神話が残ります。この神話に依存して、2年に 1度新しい役人が来て、その神話に依存

して政策形成をするので、世界の複雑系のオープンな智の形成システムとはかけ離れてし

まいます。

これだけ大きく社会と産業とかが変わるときには、移行マネジメント、非常に丁寧で柔

軟で洗練された移行マネジメントが必要なのですけれども、それは日本が一番不得意な部

分だと思います。そこが非常に大きな問題です。新型コロナの感染拡大も非常に早くて、

しかもコロナに関する新しい智がどんどん出てくるわけです。特に一番新しい智というの

は、発症しないけれども、感染者が感染を拡大することは、ダイヤモンド・プリンセス号

の経験でわかったのですけれども、日本では、その後ずっと 37.5度 4日間自宅待機とい

うことで、かなり被害者を出しています。太陽光と風力と蓄電池も、先ほど見たように、

加速度的に変化が生じているにもかかわらず、日本の政治行政システムがその変化に全く

追随できていません。結果としてはグローバルな知識コミュニティから断絶して、行政の

硬直性と非知性、反人道主義の政治が非常に複雑に絡み合って、日本は身動きが取れない

状況なのではないかと思います。やはり行政とか専門家チームというのは年功序列ではな

くて、グローバルな知識コミュニティに直結した人材をできるだけ登用し、責任者に当て

る必要があるのではないでしょうか。

時間はかかりますけれども、行政に関してやっぱり責任と権限の明確化とか権限移譲の

徹底を図らないと、多分このままでは非常に難しいだろうなと思います。また政治的リー

ダーに科学的、論理的思考が欠落している人が多い。もちろん全ての人ではないですが。

人道主義というのは一番中心にあるべきだろうと思いますが、そういったものが日本では

欠落して、経済、経済、経済という、表面的な経済のことだけを言う政治家が中心だった

りするので、なかなか改善できそうにありません。コロナ禍であぶり出された日本の問題

と、それが日本のグリーン・リカバリー、特にエネルギーやモビリティの問題点とも非常

に共通しています。今日は、モビリティについてはあまりお話していませんが、トヨタは

水素にこだわりすぎて、しかも EVに完全に乗り遅れて、自動運転はもっと乗り遅れてい

ます。しかもライドシェアなんて日本ではまだウーバー 1台も走っていないという状況で

す。これから、自動車産業も大崩壊するのではないか、と私は予告を常にしているのです

が、本当に日本はこれからなかなか大変なことになるなという感想を持ちつつ、私の報告

を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。
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【質疑応答】

道満：飯田先生、ありがとうございました。

それでは、ここからディスカッションに入りたいと思います。いくつか質問を頂いてい

ますが、司会者の権限で大変恐縮なのですが、私からこれまでのまとめになるような質問

をさせて頂きます。

まず、明田先生に対する質問です。地政学的 EU、あるいはグリーン地政学といったお

話があったと思いますが、日 EU・EPAと欧州グリーン・ディールとの関係性は、地政学

的に見た場合どのように評価できるのでしょうか。それから、日本および EUの政策当局

者は、日 EU・EPAと欧州グリーン・ディールの関係性をどのように評価しているのでしょ

うか。その 2点を質問させていただきます。

それから、蓮見先生に対する質問です。今までリスボン戦略、あるいは欧州 2020戦略

といった戦略が出てきていました。産業政策として発出されてきたわけですが、今回の欧

州グリーン・ディールとの決定的な違いは何かという点を質問させていただきます。それ

から、EUタクソノミーなどのサスティナブル・ファイナンスなどの新しい展開について、

蓮見先生自身はどういう評価をしているのかという点をお聞かせください。

最後に、飯田先生に対する質問です。まず、この 10年間で太陽光や蓄電池、水素といっ

たところが新たな選択肢に入り始めたという点です。飯田先生とは 10年以上の付き合い

になりますが、この 10年間の急激な変化を飯田先生自身はどのように見ているのかとい

う点を改めて教えて頂きたいと思います。それから飯田先生の最後のまとめにあった通り

ですが、EV・再エネ・蓄電池といったものが、世界の中心になってきている中で、日本

が経済の軸に何を持ってくるべきなのかということをお聞かせください。

それでは、明田先生からお願いします。

明田：道満先生、素晴らしいコメント、ご質問をありがとうございました。最初の日

EU・EPAとグリーン・ディールの地政学的な意味ですけれども、大変重要であると同時に、

とてもお答えするのが難しい質問でもあります。

報告の中でも申し上げましたが、地政学的な側面について日本よりもはるかに思考は進

んでいる EUも現在模索中で、一体何がこのグリーン・ディールにおいて地政学的な利益、

あるいは EUにとっての価値となるのだろうかということをもう逡巡しているというか、

議論した結果、結局オープンなマルチラテラリズム、法の支配、そういったものをグリー

ン・ディールにおいても追求していく、確保していくということが、EUにとっての地政

学的価値であるという、ちょっと浮世離れしたところに今は行き着いているようです。し

かしその裏で、着々と対抗措置のような具体的な手段はしっかりと備えている、作り出し

ていくというしたたかな部分もあります。

日本に関して言えば、欧州グリーン・ディール、日本のグリーン成長戦略、そしてその

手段ともなり得る日 EU・EPAをどう使うことが日本にとって地政学的利益になるのか、

あるいは、日本にとっての地政学的なビジョンは何かということの議論がほとんど見えて

こない。そこを日本自身が確定しない限り、なかなか地政学的な意義というものを明確に

申し上げることは難しいと思います。
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ただ、客観的に見れば、EUと日本、それぞれが経済的パワーとしては世界第 2位、そ

して第 4位であるわけです。そして、その方向性においても価値観においても非常に近い

「人間中心の発展」を目指しています。（先ほどは飯田先生から日本には人道主義の観点が

欠けているというご指摘がありましたけれども、）つまり完全なネオリベラルでもなく、

国家資本主義でもなく、その真ん中のところの、もう少し人間性を重視したところで、AI

とか、そういったものを進めていくという点で EUと日本は非常に近いところがあります。

そういう近い価値観を持ちながら、しかも経済的なパワーを持っているこの EUと日本が、

EPAもツールに使いながらグリーン・ディールで協働していくということは、世界にとっ

ても極めて大きなインパクトを与える戦略的な意義があるはずです。しかし、それに対す

る自覚、あるいは認識というものが、特に日本においては欠けているように思います。そ

のようなお答えです。

そして、今述べたことは、ご質問の二つ目である日 EU・EPAとグリーン・ディールの

関係を日本の政策決定者とか、官僚の皆さんがどう考えているかということにも関係しま

す。私の非常に個人的な狭いネットワークの中で、日 EU・EPA交渉に関わり、今だにい

ろいろ連絡を取っている EUの友人たちは非常に日本に期待をし、管
すが

首相のカーボン

ニュートラル宣言は、これぞまさに日本と EUが協力できるプロミストランド（約束の地）

だと喜んでおりましたけれども、日本の政府官僚からそのような認識があるかどうかとい

うのは、残念ながら今のところ私の耳には入ってきません。今回の報告も、ほとんど誰も

気にしないようなニッチなところを報告させていただいたというようなところです。以上

です。

蓮見：続いて蓮見がお話しさせていただきます。まず、報告でも少し触れましたけれ

ども、リスボン戦略というのが 2000年に出て、2005年に見直されて、それから 2010年

に欧州 2020という戦略が出たのですがその 2つとも、失敗とは言いませんけれども、当

初の目的は十分には達成されませんでした。幾つか理由があるのですが、1つは今回の欧

州グリーン・ディールの政策の歯車のような一連のツールがまだ整っていませんでした。

志は大変いいのですが、今日お話ししたように環境政策とエネルギー政策の統合が重要な

のです。実際に統合するためのさまざまな規則や事例などが作られていく途上でした。こ

れが、従来の成長戦略の限界だったというのが 1点目です。もう一つは、やはりお金の問

題です。例えば、欧州 2020戦略を実現するために、戦略投資基金をユンケル欧州委員長

の時代に作り、EUの信用を担保にして民間資金を導入するという試みがあり、今回の欧

州グリーン・ディールでもそうしたツールを組み込んでいるのですが、そういう仕組みが

ほんの少しずつできあがってきて今日に至っているので、そういう意味では今回の欧州グ

リーン・ディールのほうがより実現性が高いかなとは思っています。

ただし、循環型の経済に作り変えるという課題は壮大ですし、市民の協力、それから企

業の協力なしには成り立たないのです。これは、サスティナブル・ファイナンスの問題に

かかわってくるのですけれども、結局、サスティナブル・ファイナンスで非財務情報を要

求するとか言っても、企業の観点からみれば迷惑だなという話になるわけです。

ところが、その状況が今、急速に変わっています。2020年初めぐらいに、エネルギー
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を研究している私に、機関投資家向けのセミナーで話をしろというお話がきて、実はたい

へん驚きました。その時点で私は、欧州グリーン・ディールは駄目だなという評価をして

いたので、なぜだろうと思ったのですけれども、やっぱりそれに適応しないと、投資もビ

ジネスも成り立たなくなるという認識が急速に金融業界の皆さんにも広がり始めているこ

とに気がつきました。フロアからのご質問の中にもありましたが、日本はどうなのですか

ということについて、私は民間企業にやっぱり期待をしています。過去に日本が自動車大

国になった過程においても、どちらかというと経済産業省がいろいろと邪魔をしたにもか

かわらず、民間が競争関係を作り出して発達していったという経緯があるわけです。なお

かつ、やっぱりお金の問題にはしっかり対応するのが日本企業ですので、飯田先生がおっ

しゃったように、再生可能エネルギーのコストがものすごく下がっていることはみんな

知っているわけですから、それをビジネスにしないというのはあり得ない話です。ですか

ら、金融業界もそうですし、メーカーさんも本当に動き始めたのです。そこに私は期待を

しているので、サスティナブル・ファイナンスというのは、実は意外に効果はあるかもし

れないなというような期待というか、そうなってほしいという期待を持っているというこ

とで、とりあえずお答えとします。

道満：引き続き飯田先生お願いします。

飯田：10年の話は、それは私自身も驚いているというか、一方で、俯瞰してというか、

一歩引いて考えると、この太陽光と風力のこの劇的なコストダウンがあったがゆえに、よ

うやくパリ協定も締結できて、気候変動が盛り上がっているという順序関係だと思うので

すね。気候変動によってこれが起きたのではないということと、今、それに覆いかぶさる

ように、いわゆる蓄電池のコスト低下が起きて、それによって電力とモビリティの技術進

展による技術大変革が起こっています。それがもたらす光と影があります。光の面は、ま

さに環境、気候変動とか、エネルギー転換にはすごく活きてくるのですが、影の面として

は、それに伴う産業とか社会の変化、特にモビリティの場合は、自動運転、いわゆるライ

ドシェア化すると、それこそ自動車産業大崩壊ということが予見されます。しかも、日本

とかドイツとか、ドイツのフォルクスワーゲンの EVもあまり性能がよくなくて、結果と

して大量生産される中国とか、あとは高級車としてのテスラとかいったものが生き延びて

いくので、本当に産業地政学も大幅に変わっていって、本当に日本は何で食べていくのだ

ろうという話になるかもしれません。

今、このままいくと、日本は本当に経済的にもう本当に稼ぐところがなくなって、恒常

的に貿易赤字で、たまたま海外債券を持っているから、投資部門では黒字だけれども、貿

易的にはもう赤字というのが恒常的になって、このまま行くと本当にまずいこと、まず間

違いなくなるだろうなと思います。部品レベルでも稼げなくなりつつあるので、一旦落ち

るところまで落ちるのでしょう。けれども、本当にキャパシティ・ビルディングとか人材

育成を徹底的に進め、グローバル人材を育てていけば、日本人はアプリケーションが得意

なので、そういう副次的なアプリケーションの中で新しい社会モデルを作っていくことが

できるかもしれません。ここ当分、日本は落ちていくところまで落ちていくのだろうなと

いう感じがあります。
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道満：ありがとうございます。会場の皆さんからいろいろ質問をいただいていますので、

質問に答えていただければと思います。

まず、明田先生への質問です。これは本学経済学部の櫻井先生からの質問です。「欧州

における Open Strategic Autonomyについてで、開放性は自律性と対極にあり、国境を開

放するグローバリゼーションは自給・自律と対極にありますが、経済的効率性の概念と安

全保障の概念との間では良いとこ取りが難しいと言えます。それらを両立できそうな具体

例がありますでしょうか。それとも、政策的なキャッチコピーのようなものと捉えればよ

いでしょうか」というのが 1つ目の質問です。

明田：ありがとうございます。まさに核心を突いたご質問をいただきました。報告の中で

も EUの新戦略通達の中の図を示しましたように、そもそもオープンとオートノミーとい

う矛盾するものを一緒につけている。その周辺の政策領域もお互いに、時には競合するよ

うなものを、バランスをとりながらやっていくというイメージが示されておりました。

EUが新戦略を作成するにあたって公開討論といいますか、アドバイスを一般からたくさ

ん募ったというコンサルテーションの話をしましたけれども、そこで EU側が EU市民や

企業に問うたのは、EUはそのオープン性というものを少し制限して、例えばサプライ

チェーンを EUの域内に戻すとか、そういうようなグローバリゼーションに対する考え方

を改めるべきかという設問でした。回答の圧倒的な多数は、EUは閉ざされた世界の中で

は生きていけない、グローバリゼーション、相互依存という世界の中で生きていくという

ことが一番現実的であるという意見でした。そうは言いながら、やはり戦略物資であると

か重要な物資に関しては、いざというときのために、例えば備蓄をするとか、それからグ

ローバルサプライチェーンの多元化というか、分散をするとか、あるいは、オフショアで

はなくてニアショアリングが必要だと指摘されていました。長く伸びてしまったサプライ

チェーンを、報告の中でも挙げましたが、アフリカとか近隣諸国に移していくというよう

なやり方が必要だろうという、至極真っ当な回答が得られていたわけです。

そういう中でやはり Open Strategic Autonomyは是々非々ですかね。基本はオープンな

システムというものを支持しながら、必要に応じて備蓄なりに戦略的な対応をしていくと

いうことで、そのベストミックスがあるかどうかというのは問題なのですけれども、それ

ぞれ状況に応じてどちらかに重点を置くということを許してくれるというのがこの戦略

で、まさにそういう意味ではある意味キャッチコピーのようなものなのかなという気がい

たします。このようなさまざまな政策課題の間のジレンマ、あるいは優先順位の難しさと

いうのは、EUに限らず、今どんな国でも直面している問題だと思います。そういう意味

では、この Open Strategic Autonomyというのは、私たちに対しても世界に対しても問題

提起をした 1つのきっかけになるのではないかというふうに思っております。ということ

で、キャッチコピーであると同時に、そこのバランスを図ろうとする一種の試みであると

いうふうに捉えております。

道満：ありがとうございます。次に蓮見先生への質問ですが、2問あります。1問目は、

「今、日本でも欧州でも、脱炭素化のコンテクストでグリーンやブルー水素がエネルギー

キャリアとして、自動車だけでなく鉄鋼業やセメント業などのエネルギー集約型産業のソ
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リューションの 1つとして盛り上がっていますが、どのようにお考えになられていますか」

というものです。

蓮見：まず、お話ししたように水素は重要なのですけれども、EUの水素戦略だけが取り

上げられることが多いのですが、実は同時にエネルギーシステム統合戦略というのが出て

います。要するに、エネルギーシステムの統合と水素はパッケージなのです。つまり、い

ろいろなところで余った電力であるとか、余ったエネルギー源から、それをメタンにした

り、水素にしたりという形で相互融通するようなシステムを作らないといけないというこ

とです。日本で今、盛んになっている議論というのは単純に水素ばかりを考えるみたいな

ことになっているのですが、水素単体で使えるという話ではないのです。水素も含めて、

再生可能エネルギーの余剰の部分も含めて、それを相互融通して、全体として安定的に使

えるシステムを作らなければいけないというところが重要です。今日はあまりお話できな

かったのですが、ヨーロッパの場合は、そこがしっかりしているのです。要するに、送電

網が物理的につながっているというだけではなくて、送電網に関するアクセスの条件も

EUの法律で決まっているのです。そういう意味では、ヨーロッパの場合は水素をうまく

使いこなすことができるのではないかなということです。飯田先生ご指摘のように、そう

簡単にパイプラインで流してというのは難しいかもしれませんけれども。ところが、日本

の場合どうなってるかというと、再生可能エネルギーも多少増えているけれども、10電

力体制というのは変わっていません。発送電分離は幸いできましたけれども、もちろんで

きたということはすごく重要なポイントなのですが、実際には、その部分がネックなので

す。つまりシステム全体としてどうするかということが日本ではきちんと進んでいないの

で、残念なのですけれども、再生可能エネルギーを単体で取り上げてコストが下がったと

しても、日本のエネルギーシステム全体の中で十分に有効に使えるかどうかということを

考えると、そこは再エネ問題というのではなく、まさにシステムの問題なのです。そのシ

ステムは誰が作るのかというのは、個々の企業では作れないので、やっぱり政治の役割な

のです。そこの部分がヨーロッパと日本はすごく違いますので、日本の場合はすごく厳し

いなというのが正直なところです。

道満：はい、ありがとうございます。もう 1問ですが、「欧州グリーン・ディールの中に

市民の参加・協力が含まれており、市民の行動変化がなければ目標の達成が困難だという

お話がありましたが、ヨーロッパでは一般的に環境への意識が高いと言われていることが

多い印象があります。その意識の高さがどういうところからもたされているのか」という

点ですね。それから、それと併せて、「国ごとに環境問題に対する考え方の違いがある中で、

EUとして国民的合意形成をするために具体的に何が行われているのか、もしくは何がな

されるべきか」という点を教えて頂きたいという質問です。

蓮見：これは多分私が一番苦手な質問ですけれども、まず一般論として、どんな人にも現

状維持バイアスというのがありますので、今まで石炭をたくさん使っていれば石炭を使っ

たほうがいいなと考えがちです。ゴミなんかも分別しないで捨てていれば、そのほうが楽

だよねというふうになるわけです。けれども、それが規範であるとか、これは政府のルー

ル設定にもよりますけれども、こういうものがある程度、定着してくると、実はおのずと
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意識というよりも習慣として分別をするというのが当たり前になって、苦痛にならなくな

るというのが重要かなと思います。私自身も、欧州グリーン・ディールについて、去年あ

たりから頼まれるようになり、いろいろ真面目に研究するようになると、ゴミの捨て方が

実は変わりました。国ごとにエネルギーミックスがもう全然違いますので、一般的にヨー

ロッパで環境意識が高いというのはちょっと幻想じゃないかなと思います。どこの国とは

言いませんけれども、とても環境意識が高いとは思えないなという国もありますので。

それはともかくとして、今というよりこれからを考えるときに何が重要なのかというと、

今、チャットのほうにリンクを流しておきましたが、1つは気候協約（Climate Pact）と

いう枠組みで市民の積極的な参加を呼び掛けるというようなことを今始めています。もう

1つはヨーロピアン・バウハウス・デザインフェーズを始めています。これは何かというと、

建造物の合理的なデザインというのは、おそらくは環境に優しい建物であると同時に断熱

性の高い建物を建てるということにかかわってくるのですが、そういう我々の生活空間の

デザインそのものを快適にしようといった働きかけを始めたところです。でも、始まった

ばかりなので、本当にどうなるかわかりません。

それからもう 1点、ご質問とはちょっと離れるかもしれませんが、飯田先生がご指摘の

モビリティですね。車社会というのは変わらざるを得ないのです。今は、特に田舎に行く

と、一家に 1台どころか 1人に 1台、軽自動車に乗っているというのが常識ですけれども、

この常識がおそらく変わらなければいけないし、変わると思います。田舎に住んでいます

と、本当に歩いても 10分だろうというところにみんな車で出掛けるわけですが、車がな

ければ歩かざるを得ないので、私のように車をやめれば変わるわけです。そこの大変革と

いうのはこれから起こらざるを得ないので、意識がというよりも、やっぱりルールが変わっ

て、それが定着していくと、だんだんと我々もそれに適応せざるを得なくなる。慣れてく

ると、それが常識になって、普段の生活をしているだけで、実は環境に優しい行動をして

いるというふうに変わっていくのだろうと思います。けれども、やっぱり現状維持バイア

スがありますので、ちょっと時間がかかるのかなというふうに思っています。お答えになっ

ていないようで申し訳ないですけれども、以上です。

道満：もし飯田先生から若干補足があれば、お願いします。

飯田：最後の点について、蓮見先生がおっしゃった現状維持バイアスは確かにあるのです

けれども、一方で、例えば今回コロナになって、私自身もほとんど使ったことがなかった

のですけれども、Uber Eatsというのは一気に普及しました。だから、コストが安くて利

便性が高いのは一気に普及する可能性はあって、それが多分、新しい車を持たないモビリ

ティの世界というのは、これから 10年のかなり早い段階で一気に変わる可能性はあるか

なと思います。ただ、自動運転、いわゆる完全自動運転と、ライドシェアという問題をそ

の社会の中でどう受けとめるかということについては、おそらくヨーロッパではもう

ちょっと時間がかかるし、日本はもっと時間かかるけれども、中国とアメリカは一気に進

むだろうと見ています。

市民参加の話なのですが、これも蓮見先生がおっしゃったとおりなのですが、私もヨー

ロッパにかかわった経験で言うと、まず政策にかかわるインテリレベルというのはもうど
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この国でも非常に極めて高いレベルなので、高いレベルのコンセンサスのルールを作りま

す。しかし、それを社会に落としていくと国ごとの違いが出てくるので、たぶん北欧とか

ドイツだと決めたとおりにバシッとやるので、一見すると国民の環境意識も高いように見

えてしまうのだけれども、それはルールどおりにやっているということです。そうではな

い国では、かなり道端にいろいろゴミがバーッと散らかっているような国も一方ではある

ので、そこにインプリメンテーションのレベルと政策のレベルとの違いというのがあるか

なと思います。

水素も、これも蓮見先生がおっしゃったとおりですが、根本的に日本とヨーロッパでは、

基本コンセプトがまるで違うので、日本でも欧州でもとくくらないほうがいいですね。日

本は化石燃料からの複製ガス、いわゆるグレー水素をどう使うかというところからスター

トしている。これに加えて、これはもう経産省の病気なのですけれども、燃料電池にこだ

わりすぎている。参考までに、テスラのイーロン・マスクは燃料電池 fuel cellのことを「fool 

sell（バカが売る）」とバカにしていますけれども、私も燃料電池自動車が日の目を見るこ

とはまずないと思っています。EVと自動運転でこれだけの世界中のすさまじいエコシス

テムができる中で、未だにコストが EVの数倍から 10倍もする燃料電池自動車はもはや

普及しようがないというのが現実です。ですから、基本コンセプトがまるで違うので、た

だ、そういった中で、特に太陽光と風力は、先ほどお話したように、限りなく安く場合に

よってはマイナスコストになるので、それを使って水素を作ることはできます。ドイツと

かスウェーデンで実証が始まっていますが、こうした水素から直接還元製鉄とか、あるい

はアンモニアもさらにそこに絡んでいく話とかが出ています。とにかく太陽光と風力を、

マーケットを介して限りなく安くしていくことが前提なのですが、日本はそこにたどり着

いていないというのも、やっぱり基本コンセプトがまるで違ってきているからだというと

ころです。

道満：では、引き続き飯田先生への質問です。2問あります。「再生可能エネルギーでも

先進的なテキサス州の停電では、卸電力市場で価格高騰を引き起こしました。他州との電

力融通できない点では日本も似た課題をもっているようです。欧州は相互に送電融通でき

るので、テキサスや日本の抱えた課題をクリアできていると理解してよいでしょうか」と

いう質問と、「地域主体（地元企業、自治体、地銀）で再生可能エネルギーへの取り組み

を進めるには、リスク対応が欠かせませんが、どの国のどのような対応が日本の参考にな

るでしょうか」という質問です。

飯田：たまたま日本でも 2020年の暮れから年明けにかけて卸電力市場が高騰したことが

あったのですが、日本の場合は、特段寒いわけでもなく、これは電力需給の問題も全くな

く、たまたま大手電力会社が 8割を占める発電小売の供給の卸電力取引所に出す弾が恒常

的に不足したので 250円とか、とてつもなく高い値段に張りついてしまったのです。日本

の電力市場は、電力市場そのものの欠陥と大手電力の独占の問題があります。日本では、

形上の発送電分離がなされているのですが、子会社ですから、実質的に独占が続いたまま

なのです。だから、これはもう非常に大きな問題です。

テキサスの場合は、まずアメリカ全体が 100年に 1度の大寒波で、テキサスという南側
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にあるところがマイナス 10度ぐらいの温度になりました。そのため、天然ガスの供給ラ

インすら凍りついてしまって、ガス火力が止まったというのが最大の原因です。ただ、そ

ういった中で ERCOTという電力市場そのものは、一時、価格高騰はしたけれども、一応、

機能しました。ここまでの寒波が来ると、やっぱり非常に大きな問題だということで、こ

れは州政府がそのコストをカバーすべきではないかといった話が、後から出てきていると

いうことです。

地域主体については、本当に今後やっていかなければいけないのですが、地元の企業、

とりわけ銀行、日本の銀行、地銀、信金はほとんどリスクを取らないし、リスクは取らず

担保は取って、しかも経営者保証まで取るという、このカルチャーを脱しないといけない

と思います。一部の自治体、例えば長野県などは、かなり積極的に新しい政策をやってい

るところがありますが、やっぱり日本の中できちんと進んだ地域社会モデルを、まさにナ

レッジベースをとにかく高めていきながら、それを横展開するようなモデルを日本全域に

おいてゼロベースで変えていくのはなかなか大変なのですが、そのリスクの対応も含めて

やっていく必要があります。国としては、やっぱり一番わかりやすいのは、デンマークの

モデルですね。蓄電池を使った BTP（蓄電システム）やデジタル化の活用は、これから

避けられないのですが、オーストラリアなど参考になるモデルというのが広がってきてい

るのではないかなと思います。

道満：ありがとうございます。あと飯田先生にはもう 1問あります。「EUとの関係は日

本の将来に 1つの光を照らすと思いますが、本日の話からすると、日本が中国や韓国との

関係、あと台湾もですが、どのように再構築すべきであるか」という質問です。

飯田：これはエネルギーだけでなくて、国際政治でいうと難しいですけれども、少なくと

もまず韓国とはやっぱりもっとかなり緊密な関係を持ったほうがいいですし、台湾と中国

の両方が絡むとなかなか難しいですけれども、やっぱり再生可能エネルギー、昔から言っ

ている EUのアナロジーは、昔は石炭鉄鋼共同体という 70年前の産業の米であった石炭

と鉄鋼共同に作るというところから政治的な関係を作ったという意味でいうと、今はやっ

ぱり再生可能エネルギー、いわゆる自然エネルギーを、韓国と台湾と中国と協力をしてい

くというのが仮説としてはあります。ただ、中国はもう完全に世界の再エネでも技術面で

もマーケットでも完全に覇権国になってしまっていて、20年前だったらできたのですけ

れども、今や日本は置いてきぼりを食らっています。たぶん日本と同じ状況というのは韓

国と台湾で、そこで協力、協働しながら、しかしやっぱり中国とは、ある種の協力関係を

結びつつも、緊張関係をはらみつつもやっていくということなのでしょうね。

道満：ありがとうございます。では最後にもう 1問、「What would be your immediate 

recommendations for Japan’s policy makers, businesses and consumers to move to a carbon 

neutral society by 2050?（2050年までにカーボンニュートラルな社会へ移行するために、

日本の政策立案者や企業、消費者に対して、すぐに提案できることは何でしょうか）」と

いう質問をいただいています。全ての報告者への質問とします。明田先生から順にお願い

をしたいと思います。

明田：ありがとうございました。これも非常に重要で、また難しい質問であります。幾つ
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ものポイントがあると思いますが、先ほど、日本の政策決定が非常に時代遅れであるとい

うようなご指摘もたくさんある中で、1つ指摘したいのは、アカウンタビリティ、透明性

というものの重要性を日本はもう少しく把握する必要があるのではないかということで

す。EU側のグリーン・ディールの取り組みをはじめ、いろいろな政策を見ていますと、

もう本当に信じられないぐらいのペースでペーパーを発表し、いろいろな政策をメインス

トリームにしていくプロセスの中に市民も巻き込んでいく。先ほどの蓮見先生と飯田先生

のお話にもありました。そのようなヨーロッパになったのは 20年ぐらいの歴史です。そ

の前は EUも官僚たちが支配する硬直的なシステムだという批判があって、市民の支持が

離れてしまったところでガバナンス改革をやって、しっかりと説明をし、責任を取るとい

うことになりました。そして透明性を高めるということから 20年たった今、その成果が

出ているのだと思います。

先ほど、日本の内部でのさまざまなよくわからないというか、合理的に考えても、どう

してもないだろうというような政策がまかり通っていたり、変化が起こされなかったりと

いうことについて、私たちはほとんど知らないというか、そういう情報を一部の内部の方

たちは知っているけれども、一般市民にそれが明らかになっていないというところで、本

当に単純な話になってしまいますけれども、アカウンタビリティと透明性を日本の中に高

めていくような、そういう改革、あるいはムーブメントが必要だというふうに思っており

ます。以上です。

蓮見：蓮見ですが、困ったなという感じがあるのですけれども、本当にどうしていいのか

なというのは、正直なところです。まず、明田先生がおっしゃったアカウンタビリティは

すごく重要だと思います。日本だと、そのアカウンタビリティというのは「説明責任」と

訳されてしまうのですけれども、簡単に言うと、何かまずいことが起こると、ごめんなさ

いと言って、入院して退職すれば終わり、みたいなことがありますが、それは違うだろう

と思います。なぜこういう問題が起こって、それに対してどういうコストがかかって、そ

れをどうやってカバーして、どうやって責任を取るのだというところまで含めてアカウン

タビリティなのです。ですから、私は、アカウンタビリティを説明責任と訳すのは避けて、

アカウンタビリティのままに使っています。ただ、そういう言葉の理解そのものも文化が

反映しているので、しようがないかなというふうに思っています。

そもそもエネルギー転換は時間がかかる問題なのですが、今すぐ何ができるのでしょう

かということですけれども、ここ何十年かの日本政府の方針というのは新自由主義なので、

だったらエネルギー市場でも新自由主義をもっと徹底してくれよ、と私は思います。私は

日本のシステムにはそんなに詳しくないのですけれども、現状の日本のエネルギーシステ

ムを調べてみて思ったのは、こんなところに社会主義が生きていたのだということです。

私は、昔、ソ連の研究をやっていたので、ソ連の経済システムについて、これではつぶれ

るよねと思っていました。そんなものがほかの地域で実存することはないと思っていたの

ですが、日本のエネルギーシステムというのはまさにそういうシステムなのです。国家が

収益を保証して利益を適当に載せるという仕組みなのです。発送電分離はできましたけれ

ども、まだ始まったばかりなのですが、そこを崩すなら崩していただきたい。要するに収
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益性で自由に勝負すれば再生可能エネルギーが勝つに決まっているわけですから、そうい

うマーケットの条件を整えるということです。労働市場の自由化ばかりを言っていないで、

電力市場こそまさに新自由主義でやってくれ、そこが一番やろうと思えばできるのではな

いかなと私は思います。ただ、個人的にはとても悲観的です。

飯田：深いレベルというか本質的なところは何なのだろうなと思うと、つい最近、元フラ

ンス大統領のサルコジが逮捕されて懲役 1年というのがありましたけれども、日本の場合

は、国会でうそを 100何回も言った前首相について、検察は一度も調べたりしない、ちゃ

んとやらない。もう 21世紀も 20年もたって、何か江戸時代のような、お上というか、強

いものには逆らわないような、日本は、まだきちんとした民主主義国家になれていないと

いう気がします。結局、そんな大きなものをどう変えるかという話ではないのですが、突

き詰めると 1人 1人の勇気だと思います。ヨーロッパ、北欧とかドイツのようなちゃんと

した国でも、ある意味、汚いことも変なことも一方ではありますが、紙に書かれたという

か、みんなで決めたルールに現実をどう近づけていくのかという努力を絶えず行っていっ

て、そこから外れたときに、1人 1人がそれこそ忖度せずに、きちんとそれが目上の人で

も自分のボスでも、それこそ総理大臣でも、きちんとそれを指摘するという勇気を 1人 1

人が持つということなのではないかなと思います。そして、社会を一歩一歩よくしていく

のがみんなで、それこそアカウンタビリティも含めてみんなで智を積み上げながら作った

ルールに、現実を、自分たちがかかわっている現実を、どうちょっとでもそこに近づけて

いくのか。そのために発言したり、物を書いたりしていく勇気を 1人 1人がどこまで持て

るか。それはビジネスの現場でも、地方自治体の現場でも、メディアの現場でも、政治の

現場でも、ある意味、一緒なのではないかと思うのです。その勇気に対して、結構みんな

黙ってしまうのです。私は、黙らないから、国の審議会とかどんどん放り出されてしまう

のですけれども。そこがすごく分かれ道で、韓国と台湾は今すごく健全な民主主義社会に、

日本に比べてなっているなと思うし、ミャンマーで起きている大きなデモとかを見ても、

やっぱり理不尽なことに対して声を上げたり発言したりということが大切です。香港もそ

うですね。そういう努力をやっぱりやめてはいけないのではないか。日本は、そこでは、

東アジアの国々と比べてみても、非常に危ういところに来ていて、本当にそれこそ中国と

北朝鮮と日本だけが黙りこくっているという変な状況に今なってきている。これは、まさ

に民主主義の根幹のところではないでしょうか。最後はやっぱり 1人 1人の勇気だと思い

ます。

道満：ありがとうございました。皆さん質問をいただき、活発な議論になったと思います。

皆様におかれましては、引き続きこのテーマにご関心を寄せていただければと思います。

それでは、時間も来ましたのでここで閉会とさせていただきます。どうもありがとうござ

いました。
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